
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課 

 

  

 

令和元年度カネミ油症行政担当者会議 
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TKHME
四角形



うち認定さ
れた者数
(※）

うち認定さ
れた方の数

北 海 道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

青 森 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岩 手 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮 城 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

秋 田 県 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

山 形 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福 島 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

茨 城 県 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1

栃 木 県 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

群 馬 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

埼 玉 県 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1

千 葉 県 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 8 1 0 0 0 0 1 5

東 京 都 0 3 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 14 5 0 0 0 0 1 7

神 奈 川 県 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 2

新 潟 県 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

富 山 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

石 川 県 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

福 井 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山 梨 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長 野 県 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

岐 阜 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

静 岡 県 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2

愛 知 県 0 7 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 22 7 0 0 0 0 0 11

三 重 県 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2

滋 賀 県 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

京 都 府 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2

大 阪 府 0 9 9 0 2 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 28 7 0 0 0 0 0 15

兵 庫 県 0 2 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 3

奈 良 県 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 5

和 歌 山 県 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

鳥 取 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

島 根 県 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

岡 山 県 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

広 島 県 2 18 20 1 2 3 2 0 2 2 1 3 1 1 2 1 0 1 2 0 2 61 4 0 0 0 0 11 22

山 口 県 1 6 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 1 7

徳 島 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

香 川 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

愛 媛 県 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2

高 知 県 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 1

福 岡 県 4 20 24 1 28 29 0 6 6 0 1 1 1 1 2 0 2 2 1 0 1 213 29 0 0 0 0 7 58

佐 賀 県 0 3 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 6

長 崎 県 8 105 113 1 29 30 1 8 9 0 2 2 5 4 9 1 5 6 3 0 3 196 55 0 2 2 2 19 155

熊 本 県 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 2

大 分 県 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

宮 崎 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0

鹿 児 島 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

沖 縄 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

合計 1,966 16 196 212 4 74 78 4 18 22 2 9 11 8 10 18 2 13 15 6 1 7 614 120 0 2 2 2 1,966 42 323 2,331

（注）上記の数字は都道府県からの申告によるものである。

平成30年度

検診
認定

同居
認定

計
うち未認定の方で検診
を受けた者数

申請者数 計

2,331

同居認定

R1.12.31 現在

1,9661,966

検診
認定

同居
認定

平成29年度

計
同居
認定

平成27年度

計
同居
認定

計
検診
認定

計計
検診
認定

同居
認定

同居
認定

■ カネミ油症　累計認定患者数
　　※累計認定患者数には、死亡者数も含む。

認定
都道府県名

平成23年度
末以前

平成24年度 平成25年度 平成26年度

検診
認定

検診
認定

平成28年度

検診
認定

同居
認定

計

令和元年度

うち
平成23年度
末以前

うち
平成24年度
以降の検診
認定

うち
同居認定

累計認定患者数
検診

受診者総数
（未認定、認定済みの方の合わせ

た数）
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カネミ油症患者の
同居家族の

認定申請のご案内

厚生労働省

１）から３）をすべて満たす方が対象となります

１）油症発生当時、油症患者（認定患者※）と同居していた
※同居家族認定患者は除く。

２）油症発生当時、カネミ倉庫社製の米ぬか油を摂取した

３）現在、心身の症状があり、治療その他の健康管理が
継続的に必要

平成２４年１２月から、油症診断基準が改定され、
カネミ油症認定患者の油症発生当時の同居家族の

方が、新たに認定の対象となりました。

※申請の受付はお住まいの都道府県等で行います。
先ずは、最終ページにあります相談窓口一覧からお住まいの都道府

県にご相談ください。

新たに認定の対象となる方

⑤
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（１）お住まいの都道府県等のホームページからダウンロードも
しくは窓口で直接又は郵送で書類を入手いただけます。

①認定申請書
→今回、認定申請される方ご自身で記入して下さい。

②医師の意見書
→現在の心身の症状について、申請される方ご自身で記入するとともに、
かかりつけのお医者さんに記入してもらって下さい。

（２）お住まいの市区町村等で、同居を確認する書類を入手いた
だけます。

③ 昭和４３年の事件当時、認定患者と同居していた
ことが確認できる書類

申請書類を都道府県等に提出して下さい。
① 認定申請書 ②医師の意見書
③ 昭和４３年の事件当時、認定患者と同居していた
ことが確認できる書類

※郵送でも受け付けます。（ＦＡＸでは受理できません）

申請手続きの流れ

１ 申請書類の準備

２ 申請書類の提出

申請された都道府県等が結果を通知します。

詳細

○ 国の健康実態調査に協力した場合に、
年１９万円の「健康調査支援金」

○ カネミ倉庫株式会社から、
・油症と関連する医療費の自己負担分
・年５万円程度の給付金

★ 油症患者として認定されると、次のような支援が受けられます。

3



昭和４３年の事件当時、認定患者と同居
していたことが確認できる書類

＜家族関係を示す書類＞

戸籍謄本、除籍謄本又は、改製原戸籍謄本
【市区町村で入手して下さい】

※兄弟姉妹が現在結婚している場合は、結婚前のもの（親の戸籍謄本など）が
必要です。また認定患者が既に死亡されている場合は、死亡時の住所地の市
区町村に申請が必要です。

昭和４３年の事件当時、申請者と認定患者が以下のいずれかに該当する場合は、
家族関係を確認する書類
①夫婦関係
②親子関係で、子は高校3年相当以下の未婚
③兄弟姉妹で、皆高校3年相当以下の未婚

次の１，２の両方が必要です。
＜１．家族関係を示す書類＞

戸籍謄本、除籍謄本又は、改製原戸籍謄本
【市区町村で入手して下さい】

※申請者と認定患者が同一の戸籍にない場合は、親族関係を確認するため、複
数のものが必要な場合があります。

＜２．同居していたことを示す書類（①か②のいずれか）＞

① 事件当時の住所がわかる書類。
※事件当時の住所が記載された「戸籍の附票の写し」、事件以前から現在まで現住所に住んでいる場合「住民票の写し」など

② ①がない場合、A～Cの全て
A 申請者と認定患者の戸籍の附票の廃棄済証明書

【市区町村で入手して下さい】
B 当時の生活地域がわかる資料等（卒業証書、在職証明書等）
※Ｂがない場合は、Ｃを「三親等以内の親族以外の第三者２名による陳述書」とすることも可能。

C 当時同居していた状況がわかる申請者ご本人以外の２名による陳述書

上記以外の場合は、家族関係と同居を確認する書類

以下の書類で同居を確認します。詳しくは、お住まいの都道
府県にお問い合わせ下さい。

4



カネミ油症に関する都道府県相談窓口

※【相談支援員設置】と記載のある都道府県については、地域にお住まいの方向けに相談支援員を設置しています。
ご相談を希望される方は、上記の相談窓口にお問い合わせ下さい。

※一部都道府県では、市で認定等を行っているところもありますが、まずは上記都道府県までお問い合わせください。

北 海 道 011-204-5261 保健福祉部健康安全局食品衛生課

青 森 県 017-734-9214 健康福祉部保健衛生課食品衛生グループ

岩 手 県 019-629-5323 環境生活部県民くらしの安全課

宮 城 県 022-211-2644 環境生活部食と暮らしの安全推進課

秋 田 県 018-860-1593 生活環境部生活衛生課

山 形 県 023-630-2276 環境エネルギー部危機管理・くらし安心局食品安全衛生課

福 島 県 024-521-7245 保健福祉部食品生活衛生課

茨 城 県 029-301-3424 保健福祉部生活衛生課食の安全対策室

栃 木 県 028-623-3109 保健福祉部生活衛生課食品安全推進班食品衛生チーム

群 馬 県 027-226-2443 健康福祉部食品安全局衛生食品課

埼 玉 県 048-830-3608 保健医療部食品安全課

千 葉 県 043-223-2638 健康福祉部衛生指導課企画調整班

東 京 都 03-5320-4405 福祉保健局健康安全部食品監視課

神奈川県 045-210-4940 健康医療局生活衛生部生活衛生課

新 潟 県 025-280-5205 福祉保健部生活衛生課

富 山 県 076-444-3230 厚生部生活衛生課

石 川 県 076-225-1443 健康福祉部薬事衛生課

福 井 県 0776-20-0354 健康福祉部医薬食品・衛生課

山 梨 県 055-223-1489 福祉保健部衛生薬務課

長 野 県 026-235-7155 健康福祉部食品・生活衛生課食品衛生係

岐 阜 県 058-272-8280 健康福祉部生活衛生課

静 岡 県 054-221-2538 健康福祉部衛生課

愛 知 県 052-954-6297 保健医療局生活衛生部生活衛生課

三 重 県 059-224-2343 医療保健部食品安全課

滋 賀 県 077-528-3643 健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室

京 都 府 075-414-4773 健康福祉部生活衛生課

大 阪 府 06-6944-6705 健康医療部食の安全推進課

兵 庫 県 078-341-7711 健康福祉部健康局生活衛生課

奈 良 県 0742-27-8681 くらし創造部消費・生活安全課

和歌山県 073-441-2624 環境生活部県民局食品･生活衛生課

鳥 取 県 0857-26-7284 生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課

島 根 県 0852-22-5264 健康福祉部薬事衛生課食品衛生グループ

岡 山 県 086-226-7338 保健福祉部生活衛生課食の安全推進班

広 島 県 082-513-3106 健康福祉局食品生活衛生課【相談支援員設置】

山 口 県 083-933-2974 環境生活部生活衛生課食の安心・安全推進班

徳 島 県 088-621-2229 危機管理部くらし安全局安全衛生課

香 川 県 087-832-3180 健康福祉部生活衛生課

愛 媛 県 089-912-2395 保健福祉部健康衛生局薬務衛生課

高 知 県 088-823-9678 健康政策部健康対策課【相談支援員設置】

福 岡 県 092-643-3280 保健医療介護部生活衛生課【相談支援員設置】

佐 賀 県 0952-25-7077 健康福祉部生活衛生課

長 崎 県 095-895-2362 県民生活部生活衛生課食品乳肉衛生班【相談支援員設置】

熊 本 県 096-333-2247 健康福祉部健康危機管理課

大 分 県 097-506-3058 生活環境部食品・生活衛生課

宮 崎 県 0985-26-7076 福祉保健部衛生管理課

鹿児島県 099-286-2786 くらし保健福祉部生活衛生課

沖 縄 県 098-866-2055 保健医療部衛生薬務課

平成３１年4月現在
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令和元年度健康実態調査の結果について（概要） 

※【  】で表記した部分は、同一の質問項目に関する昨年度の集計結果である。 

 

1.調査の目的 

平成24年9月に「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」が施行され、「カ

ネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針」（厚生労働省・農林水産省告示）に

基づき、カネミ油症患者の生活習慣、病状、治療内容等について把握し、カネミ油症に関する

調査研究を更に推進することを目的とする。 

 

2.調査期間 

令和元年４月～８月末 

 

3.調査対象及び回答者 

各都道府県で把握している 1,554人の認定患者（令和元年3月 31日時点の調査対象見込者数、

前年度 1,588 人）のうち、死亡や所在不明の方、非協力の意向を示された方等を除いた 1,384

人【1,411 人】から回答を得た。 

 

4.調査項目 

平成 20 年度に厚生労働省が実施した油症患者に係る健康実態調査の調査項目を元に、全国油

症治療研究班（厚生労働科学研究費補助金による）で、カネミ油症患者の意見を聞きつつ決定

した生活習慣、健康状態や悩み、治療状況、これまでにかかったことのある病気・症状などの

項目を調査した。 

 

5.調査結果の活用 

調査結果については、アンケートに基づく調査の医学的・科学的解釈の限界に留意しつつ、全

国油症治療研究班（厚生労働科学研究費補助金による）において、過去の健康実態調査及び過

去の検診結果等と併せてより詳細な解析を行い、翌年度以降の健康実態調査項目などカネミ油

症に関する調査研究に活用される予定である。 

 

6.調査結果の概要 

(1)性別 

・男性 656 人【666 人】、女性 728 人【745 人】、不詳 0 人【0人】 

 

(2)年齢 

・平均年齢は66.8歳【66.1歳】であった。 

男性65.7歳【65.1歳】、女性67.8歳【67.1歳】 
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・男性は、「60～64歳」の方が17.7%【18.0%】と最も多く、次いで、「55～59歳」が17.5%【18.3%】、

「50～54歳」13.4%【14.1%】、「65～69歳」13.4%【11.3%】等の順であった。 

・女性は、「55～59 歳」が 17.3%【17.0%】と最も多く、次いで、「60～64 歳」の方が 15.4%【14.9%】、

「65～69 歳」が 13.2%【11.3%】等の順であった。 

 

(3)生活習慣について 

・１日の歩行時間についてみると、「90分以上」と回答した方が30.3%【28.7%】と最も多く、

次いで、「30分～60分未満」が27.8%【28.1%】、「30分未満」が23.1%【24.2%】等の順であ

った。 

・運動(スポーツ)頻度についてみると、「ほとんどしていない」と回答した方が44.6%【46.4%】

と最も多く、次いで、「週2～4回程度」が20.6%【20.3%】、「ほぼ毎日」が17.1%【14.7%】、

「週1回程度」が13.9%【12.9%】等の順であった。 

・飲酒頻度についてみると、「飲まない」と回答した方が男性34.6%【33.5%】、女性70.7%【70.1%】

と共に最も多かった。 

・喫煙状況についてみると、「吸わない」と回答した方が男性36.3%【37.5%】、女性85.6%【83.9%】

と共に最も多かった。 

・労働時間についてみると、「4時間未満」と回答した方が33.9%【33.5%】最も多く、次いで

「8時間以上9時間未満」が13.7%【14.7%】、「10時間以上」が11.4%【11.8%】等の順であっ

た。 

・野菜摂取量についてみると、「70g以上140g未満（1～2つ）」と回答した方が29.9%【32.7%】

と最も多く、次いで、「140g以上210g未満（2～3つ）」22.2%【21.7%】、「70g未満（1つ未

満）」20.4%【17.6%】等の順であった。 

・果物類摂取量についてみると、「50g未満」と回答した方が46.7%【50.3%】と最も多く、次

いで、「50g以上100g未満」29.8%【26.7%】、「100g以上150g未満」16.3%【15.7%】等の順

であった。 

・常用しているサプリメント・健康食品・漢方薬の有無についてみると、17.1%【17.8%】が「あ

る」と回答した。 
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(4)健康・悩み・ストレスについて 

・日常生活での悩みやストレスについて、「ある」と回答した方は 72.3%【73.1%】であった。

また、「ある」と回答した 1000 人【1,032 人】を対象に、悩みやストレスの最も気になる原

因（1つ）を質問したところ、「自分の病気や介護」と回答した方が349人(34.9%)【350人（30.9%）】

と最も多かった。 

・睡眠時間についてみると、「6時間以上7時間未満」と回答した方が34.0%【33.7%】と最も多

く、次いで、「5時間以上6時間未満」が23.8%【23.8%】、「7時間以上8時間未満」が18.6%

【18.0%】等の順であった。 

・睡眠時間のとれている度合いについてみると、「夜間、睡眠途中に目が覚めて困った。」と

回答した方が45.0%【24.0%】と多く、次いで、「日中、眠気を感じた。」が41.8%【7.9%】、

「睡眠全体の質に満足できなかった。」が31.1%【4.5%】等の順であった。 

・座っているとき、または横になっている間に脚に不快な感じ、または感覚についてみると、 

 「はい」と回答した方は46.0%【46.1%】であった。 

・座っているとき、または横になっている間に脚を動かす必要性、または動かしたい衝動につ

いてみると、「はい」と回答した方は39.1%【38.3%】であった。 

・座っているとき、または横になっている間に脚に不快な感じ、または感覚について「はい」、

または座っているとき、または横になっている間に脚を動かす必要性、または動かしたい衝

動について「はい」と回答した685人【697人】を対象に、休んでいるとき（座っているとき、

または横になっているとき）と、体を動かしているときのどちらでこのように感じやすいか

について質問したところ、「休んでいるとき」と回答した方が330人（48.2%）【198人(28.4%)】

と最も多かった。 

・座っているとき、または横になっている間に脚に不快な感じ、または感覚について「はい」、

または座っているとき、または横になっている間に脚を動かす必要性、または動かしたい衝

動について「はい」と回答した685人の、このような感じがするときに起き上がったり、動

き回ったりすると、実際に動き続けているあいだは、その感じはいくらかでも軽くなるかに

ついてみると「はい」が368人（26.6%）【377人（26.7%）】と最も多かった。 

・座っているとき、または横になっている間に脚に不快な感じ、または感覚について「はい」、

または座っているとき、または横になっている間に脚を動かす必要性、または動かしたい衝

動について「はい」と回答した685人の、脚のこの感じは1日のうちどの時間帯でもっとも起

こりやすいかについては、「夜」が277人（40.4%）【175人（12.4%）】と最も多かった。 

 

(5)介護や日常生活動作の状況について 

・病院や診療所への入院、介護施設への入所状況についてみると、6.9%【6.2%】の方が入院中

もしくは入所中であった。 

・要介護認定の状況についてみると、40 歳未満の回答者を除いた 1,384 人【1,410 人】、男性

656 人【666 人】、女性 728 人【744 人】のうち、12.3%の 170 人【173 人】、男性 56 人【57

人】、女性 114 人【116 人】の方が要介護認定を受けていた。 
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・また、要介護認定を受けている方（170 人）に現在利用している介護サービス（当てはまる

ものすべて）を質問したところ、「通所介護（デイサービス）」が 27.2%【27.8%】と最も多

く、次いで「ホームヘルパーの訪問介護・訪問看護」が 22.4%【24.3%】等の順となっている。 

 

(6)この 1年間の治療状況について 

・現在の受診頻度についてみると、「毎月1～3回程度」が45.8%【48.4%】と最も多く、次いで

「数か月に1回程度」が23.7%【26.3%】等の順であった。 

・医師の処方により継続して飲んでいる（塗っている）薬があると回答した方は、963 人(69.6%)

【996 人（70.6%）】で、男性 429 人（65.4%）【446 人（67.0%）】、女性 534 人（73.4%）【550

人（73.8%）】であった。 

・この一年間（または前回回答以降）に新たにかかった病気の有無を質問したところ、237 人

（17.1%）が「はい」と回答した。 

・この一年間（または前回回答以降）に新たにかかった病気があると回答した 237 人に、具体

的な病名を記述式で質問したところ、「糖尿病」20 人（8.0%）で最も多く、続いて「高血圧

症」が 11 人（4.4%）、「インフルエンザ」、「帯状疱疹」、「白内障」」がすべて 7 人（2.8%）等

の順であった。 

 

(7)油症患者受療券の所持について 

・受療券の保有状況についてみると、受療券を持っていると回答した方は893人(64.5%)【909

人（64.4%）】で、男性413人（63.0%）【412人（61.9%）】、女性480人（65.9%）【497人（66.7%）】

であった。 

・受療券を持っていると回答した方は 893 人のうち 532 人（59.6%）【550 人（60.5%）】が、こ

の１年間、受療券を使用せずに受診した経験があり、330 人（37.0%）の方が「受療券を利用

できない医療機関のため」と回答した。 

・受療券を所持していないと回答した 481 人を対象に、受療券の発行の希望の有無を質問した

ところ、61 人（12.7%）【94 人（19.2%）】の方が受療券の発行を希望していた。 

・受療券の発行を希望すると回答した 61 人を対象に、受療券について連絡先への送付を希望

の有無を質問したところ、58人（95.1%）の方が連絡先への送付を希望した。 

・受療券の発行を希望しないと回答した 411 人を対象に、受療券の発行を希望しない理由を質

問したところ、169 人（29.4%）の方が「受療券が利用できる医療機関が限られるから」と回

答した。 

・受療券の使用を希望する医療機関があるか質問したところ、91 人（6.6%）【71 人（12.9%）】

が「はい」と回答した。 

※当項目は設問内容が前年度と異なるため一部の質問につき比較は行っていない。 

 

(8)油症検診について 

・油症検診の昨年度の受診状況についてみると、受診したと回答した方は、501 人(36.2%)【510
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人（36.1%）】であった。また、受診していないと回答した 875 人(63.2%)【890 人（63.1%）】

を対象に、受診しなかった主な理由を質問したところ、「仕事などで都合がつかなかったか

ら」と回答した方が 230 人(26.3%)【297 人（33.4%）】と最も多かった。 

 

(9)相談体制について 

・油症相談員や都道府県の相談窓口への相談状況についてみると、相談したことがあると回答

した方は、202 人(14.6%)【183 人（13.0%）】であった。また、相談したことがないと回答し

た 1,167 人(84.3%)【1,211 人（85.8%）】を対象に、今後利用したい、または利用することが

考えられる相談内容を質問したところ、「自分の病気や介護」と回答した方が 629 人(45.4%)

【671 人（55.4%）】と最も多く、次いで「家族の病気や介護」が 280 人（20.2%）【91人（7.5%）】、

「その他」が 182 人（13.2%）【195 人（16.1%）】等の順となっている。 
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(10)罹患と治療状況について 

※本年度は全員を対象に全数調査を行った。（平成 30年度までは、本調査に初めて回答する

者にのみ回答を求めていた。） 

 

・これまでかかった悪性腫瘍（がん）について、172人が「はい」と回答し、その中で「その

他のがん」26.0%と最も多く、続いて「大腸がん」15.6%、「胃がん」14.6%等の順となった。 

・悪性腫瘍（がん）にかかったことがあると回答した172人に治療歴を質問したところ、104人

（43.9%）の方が「がんに対する治療は終了し、定期的な検査のために通院中」と回答した。 

・脳・精神・神経の病気について、これまでかかったことがある病気をみると、「頭痛」と回

答した方が313件（22.6%）と最も多く、その中で「症状はあるが治療していない」172件（12.4%）、

「医療機関で治療中」105件（7.6%）、「医療機関での治療をへて治癒」35件（2.5%）となっ

ている。 

・自律神経系の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「不眠」と

回答した方が248件（17.9%）と最も多く、その中で「医療機関で治療中」141件（10.2%）、

「症状はあるが治療していない」91件（6.6%）、「医療機関での治療をへて治癒」16件（1.2%）

となっている。 

・眼の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、男性は「近視」と回

答した方が159件（24.2%）と最も多く、その中で「症状はあるが治療していない」122件（18.6%）、

「医療機関で治療中」29件（4.4%）、「医療機関での治療をへて治癒」7件（1.1%）となって

いる。 

女性は「白内障」と回答した方が214件（29.4%）と最も多く、 その中で「医療機関での治

療中」105件（14.4%）、「医療機関での治療をへて治癒」71件（9.8%）、「症状はあるが治

療していない」38件（5.2%）となっている。 

・口の中の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「歯周病（歯槽

膿漏）」と回答した方が424件（30.6%）と最も多く、その中で「医療機関で治療中」203件（14.7%）、

「症状はあるが治療していない」130件（9.4%）、「医療機関での治療をへて治癒」91件（6.6%）

となっている。 

・耳・鼻の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、男性は「難聴」

と回答した方が109件（16.6%）と最も多く、その中で「症状はあるが治療していない」81件

（12.3%）、「医療機関で治療中」24件（3.7%）、「医療機関での治療をへて治癒」4件（0.6%）

となっている。 

女性は「めまい」と回答した方が180件（24.7%）と最も多く、その中で「症状はあるが治

療していない」80件（11.0%）、「医療機関で治療中」63件（8.7%）、「医療機関での治療を

へて治癒」37件（5.1%）となっている。 

・甲状腺の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「甲状腺機能低

下」と回答した方が54件（3.9%）と最も多く、その中で男性は「症状はあるが治療していな
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い」6件（0.9%）、「医療機関で治療中」2件（0.3%）、「医療機関での治療をへて治癒」1

件（0.2%）、女性は「医療機関で治療中」33件（4.5%）、「医療機関での治療をへて治癒」、

「症状はあるが治療していない」が共に6件（0.8%）となっている。 

・のど・気管支・肺の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、男性

は「たん」と回答した方が156件（23.8%）と最も多く、その中で「症状はあるが治療してい

ない」102件（15.5%）、「医療機関で治療中」44件（6.7%）、「医療機関での治療をへて治

癒」10件（1.5%）となっている。 

女性は「せき」と回答した方が191件（26.2%）と最も多く、その中で「症状はあるが治療

していない」93件（12.8%）、「医療機関で治療中」64件（8.8%）、「医療機関での治療をへ

て治癒」34件（4.7%）となっている。 

・心臓の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「不整脈（脈がと

ぶ）」と回答した方が201件（14.5%）（男性98件（14.9%）、女性103件（14.1%））で最も多

く、その中で男性は「症状はあるが治療していない」48件（7.3%）、「医療機関で治療中」

40件（6.1%）、「医療機関での治療をへて治癒」10件（1.5%）、女性は「医療機関で治療中」

47件（6.5%）、「症状はあるが治療していない」44件（6.0%）、「医療機関での治療をへて

治癒」12件（1.6%）となっている。 

・高血圧や血管の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「高血圧」

と回答した方550件（39.7%）が最も多く、その中で「医療機関で治療中」493件（35.6%）、

「症状はあるが治療していない」41件（3.0%）、「医療機関での治療をへて治癒」16件（1.2%）

となっている。 

・肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、男

性は「肝機能障害」と回答した方が44件（6.7%）と最も多く、その中で「症状はあるが治療

していない」18件（2.7%）、「医療機関で治療中」16件（2.4%）、「医療機関での治療をへ

て治癒」10件（1.5%）となっている。 

女性は「胆石症」と回答した方が45件（6.2%）と最も多く、その中で「医療機関での治療

をへて治癒」21件（2.9%）、「症状はあるが治療していない」16件（2.2%）、「医療機関で

治療中」8件（1.1%）となっている。 

・すい臓の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「糖尿病」と回

答した方が176件（12.7%）と最も多く、その中で男性は「医療機関で治療中」93件（14.2%）、

「症状はあるが治療していない」10件（1.5%）、「医療機関での治療をへて治癒」2件（0.3%）、

女性は「医療機関で治療中」64件（8.8%）、「医療機関での治療をへて治癒」5件（0.7%）、

「症状はあるが治療していない」2件（0.3%）となっている。 

・腎臓・膀胱の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、男性は「尿

管結石」と回答した方が69件（10.5%）と最も多く、その中で「医療機関での治療をへて治癒」

54件（8.2%）、「症状はあるが治療していない」9件（1.4%）、「医療機関で治療中」6件（0.9%）

となっている。 

女性は「膀胱炎」と回答した方が179件（24.6%）と最も多く、その中で「医療機関での治
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療をへて治癒」144件（19.8%）、「症状はあるが治療していない」18件（2.5%）、「医療機

関で治療中」17件（2.3%）となっている。 

・食道・胃・腸・肛門の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、男

性は「大腸ポリープ」「痔疾（ぢ）」と回答した方が共に121件（18.4%）と最も多く、その

中で「大腸ポリープ」は「医療機関での治療をへて治癒」77件（11.7%）、「医療機関で治療

中」26件（4.0%）、「症状はあるが治療していない」18件（2.7%）、「痔疾（ぢ）」は「症

状はあるが治療していない」50件（7.6%）、「医療機関での治療をへて治癒」49件（7.5%）、

「医療機関で治療中」22件（3.4%）となっている。 

女性は「便秘」回答した方が254件（34.9%）で、その中で「医療機関で治療中」119件（16.3%）、

「症状はあるが治療していない」118件（16.2%）、「医療機関での治療をへて治癒」17件（2.3%）

となっている。 

・血液・リンパの病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「脂質異

常症（高脂血症）」と回答した方が279件（20.2%）と最も多く、その中で「医療機関で治療

中」211件（15.2%）、「症状はあるが治療していない」57件（4.1%）、「医療機関での治療

をへて治癒」11件（0.8%）となっている。 

・男性に対し、これまでにかかったことがある前立腺・男性機能に関する病気・症状をみると、

「前立腺肥大」と回答した方が70件（10.7%）と最も多く、その中で「医療機関で治療中」35

件（5.3%）、「症状はあるが治療していない」18件（2.7%）、「医療機関での治療をへて治

癒」17件（2.6%）となっている。 

・女性に対し、これまでかかったことがある子宮・卵巣・婦人科系の病気・症状をみると、「子

宮筋腫」と回答した方が117件（17.8%）と最も多く、「医療機関での治療をへて治癒」65件

（9.9%）、「症状はあるが治療していない」39件（5.9%）、「医療機関で治療中」13件（2.0%）

となっている。 

・女性に対し、初経「あり」と回答した419人の平均年齢は、13.4歳となっている。 

・女性に対し、閉経「あり」と回答した386人の平均年齢は、49.0歳となっている。 

・女性に対し、不妊症についてみると、「あり」と回答した方は27人となっている。 

・女性に対し、妊娠回数についてみると、「2回」と回答した方が212件（29.1%）と最も多く、

次いで「3回」161件（22.1%）、「4回」86件（11.8%）等の順となっている。 

・女性に対し、記載のあった妊娠中の状況を集計してみると、「とくになし」1053件（76.1%）

と最も多い。 

・女性に対し、記載のあった出産等の状況を集計してみると、「正常分娩」1157件（75.1%）

と最も多い。次いで、「自然流産」112件（7.3%）、「人工流産」86件（5.6%）、「帝王切開」

64件（4.2%）等の順となっている。 

・記載のあった出産時の出血量を集計してみると、「中」620件（55.1%）と最も多い。 

・記載のあった新生児の状況を集計してみると、「とくになし」1057件（89.6%）と最も多い。 

・骨・関節の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「腰痛」と回

答した方が680件（49.1%）と最も多く、その中で「症状はあるが治療していない」350件（25.3%）、
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「医療機関で治療中」268件（19.4%）、「医療機関での治療をへて治癒」62件（4.5%）とな

っている。 

・皮膚・爪の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「皮膚の掻痒

（かゆみ）」と回答した方が485件（35.0%）と最も多く、その中は「症状はあるが治療して

いない」266件（19.2%）、「医療機関で治療中」191件（13.8%）、「医療機関での治療をへ

て治癒」28件（2.0%）となっている。 

・アレルギー疾患について、これまでかかったことがある病気をみると、「花粉症」349件（25.2%）

と最も多く、その中で男性は「症状はあるが治療していない」70件（10.7%）、「医療機関で

治療中」62件（9.5%）、「医療機関での治療をへて治癒」7件（1.1%）、女性は「医療機関で

治療中」108件（14.8%）、「症状はあるが治療していない」84件（11.5%）、「医療機関での

治療をへて治癒」17件（2.3%）となっている。 

・膠原病について、これまでかかったことがある病気をみると、「関節リウマチ」36件（2.6%）

と最も多く、その中で「医療機関で治療中」27件（2.0%）、「症状はあるが治療していない」

6件（0.4%）、「医療機関での治療をへて治癒」3件（0.2%）となっている。 

・その他の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「手足のしびれ」

503件（36.3%）と最も多く、その中で「症状はあるが治療していない」330件（23.8%）、「医

療機関で治療中」160件（11.6%）、「医療機関での治療をへて治癒」12件（0.9%）となって

いる。 

 

(11)自由記載欄について 

本調査では、「これまでの症状や病気について、書ききれなかったことや、特に研究してもら

いたいこと、要望など」について自由記入欄を設けたところ、233 人【251 人】から回答があ

った。 

 

※主な記載内容 

・自分、家族の健康に関する不安、生活上のストレス等について183件【156件】 

・職業（仕事）に関する苦労について5件【4件】 

・経済的な苦労について4件【7件】 

・治療法の研究開発への要望、期待32件【36件】 

・病院、医師、検診に関する要望16件【16件】 

・行政機関に対する要望24件【39件】 

・カネミ倉庫に対する要望5件【7件】 

・その他 19 件【26件】 
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■　令和元年度カネミ油症健康実態調査　健康調査支援金の支払い状況について

①実際に送

付した調査

票

②返送され

た調査票

③返送され

なかった調

査票

①支援金支

払対象者数

②9月末時点

支払完了数
③支払未了数 ④支払完了日

北海道 3 3 0 3 3 0 令和元年6月28日

青森県 0 0 0 0 0 0

岩手県 0 0 0 0 0 0

宮城県 0 0 0 0 0 0

秋田県 1 1 0 1 1 0 令和元年5月28日

山形県 0 0 0 0 0 0

福島県 0 0 0 0 0 0

茨城県 4 4 0 4 4 0 令和元年7月11日

栃木県 2 2 0 2 2 0 令和元年6月28日

群馬県 0 0 0 0 0 0

埼玉県 11 10 1 10 10 0 令和元年8月8日

千葉県 24 24 0 24 24 0 令和元年9月12日

東京都 30 29 1 29 29 0 令和元年9月20日

神奈川県 13 13 0 13 13 0 令和元年8月22日

新潟県 1 1 0 1 1 0 令和元年5月29日

富山県 0 0 0 0 0 0

石川県 1 1 0 1 1 0 令和元年7月3日

福井県 0 0 0 0 0 0

山梨県 0 0 0 0 0 0

長野県 3 2 1 2 2 0 令和元年9月20日

岐阜県 5 5 0 5 5 0 令和元年8月16日

静岡県 6 6 0 6 6 0 令和元年7月31日

愛知県 46 46 0 46 46 0 令和元年9月13日

三重県 6 6 0 6 6 0 令和元年7月18日

滋賀県 5 5 0 5 5 0 令和元年9月5日

京都府 7 7 0 7 7 0 令和元年8月2日

大阪府 74 74 0 74 74 0 令和元年9月12日

兵庫県 17 17 0 17 17 0 令和元年9月19日

奈良県 13 13 0 13 13 0 令和元年8月28日

和歌山県 3 3 0 3 3 0 令和元年7月12日

鳥取県 1 1 0 1 1 0 令和元年6月14日

島根県 5 5 0 5 5 0 令和元年8月30日

岡山県 9 9 0 9 9 0 令和元年6月28日

広島県 106 104 2 104 104 0 令和元年8月30日

山口県 28 28 0 28 28 0 令和元年8月26日

徳島県 0 0 0 0 0 0

香川県 1 1 0 1 1 0 令和元年7月26日

愛媛県 7 6 1 6 6 0 令和元年6月25日

高知県 23 20 3 18 18 0 令和元年8月8日
未記入での返送（1件）

患者死亡後に家族が記入して返送（1件）

福岡県 482 452 30 447 447 0 令和元年8月7日
未記入での返送（4件）

本人からの支援金受け取り辞退（1件）

佐賀県 20 20 0 20 20 0 令和元年8月1日

長崎県 458 453 5 453 453 0 令和元年7月26日

熊本県 8 8 0 8 8 0 令和元年7月19日

大分県 11 10 1 10 10 0 令和元年8月13日

宮崎県 0 0 0 0 0 0

鹿児島 5 5 0 5 5 0 令和元年8月1日

沖縄県 3 3 0 3 3 0 令和元年7月16日

合　　計 1,442 1,397 45 1,390 1,390 0

備考

（自由記載）
自治体名

健康調査支援金の支払状況調査票の送付・返送状況
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油症患者健康実態調査対象者等情報登録システムへの情報登録及び同システムに

よる情報連携に関する説明の骨子 

 

油症患者健康実態調査対象者等情報登録システムへの情報登録及び同システムによる情報

連携を実施することについて、以下の内容をご本人に書面でご説明した上で、同意書に署名をい

ただくことで、同意を取得することを予定しています。 

 

１．情報登録及び情報連携の目的について 

カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律に基づき策定したカネミ油症患者

に関する施策の推進に関する基本的な指針に沿って実施される、健康実態調査等の支援施策

について、都道府県、全国油症治療研究班、カネミ倉庫株式会社が、共通の正確な情報に基づ

き対象者の方へのご案内の送付ができるようにすることが、情報登録及び情報連携の目的であ

ることをご説明します。 

 

２．都道府県、全国油症治療研究班及びカネミ倉庫株式会社から、システムへの情報の登録に

ついて 

ご本人の情報について、都道府県、全国油症治療研究班及びカネミ倉庫株式会社から提供を

受け、厚生労働省が整備するシステムに登録することをご説明します。 

 

３．情報登録の対象について 

情報登録の対象となる方及び登録対象となる情報についてご説明します。説明で明示した以

外の情報がシステムに登録されることはありません。 

 

４．登録された情報の提供について 

登録された情報を提供（情報連携）する先、提供先での利用目的、システムを通じて閲覧等を

することで提供すること（提供方法）、提供対象となる情報についてご説明します。説明で明示し

た以外の内容・方法で、情報が提供（情報連携）されることはありません。 

 

５．個人情報の取扱い及び保護について 

個人情報に関する各種の法令及び規程を遵守し、適切に情報を取扱うこと、また情報の保護

を徹底するため、システムの運用に当たって特に講じる措置についてご説明します。 

 

６．情報登録及び情報連携による利益及び予想される負担・不利益について 

情報登録及び情報連携による利益及び予想される負担・不利益についてご説明します。 

なお、システムの運用に関し、ご本人に負担や不利益を求めることが無いことを明示します。 

 

７．同意の撤回について 

同意がいつでも撤回可能であること及び撤回後の情報の削除についてご説明します。 

 

８．登録情報の開示について 

システムに登録されている自分の情報の開示の請求手続きについてご説明します。 
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同 意 書 （案） 

 

 

厚生労働大臣 殿 

 

 

 私は、厚生労働省が管理・運営する、油症患者健康実態調査対象者等情報登録システム（以下

「システム」という。）への情報の登録及びシステムによる情報の連携について、書面で説明を受

けました。 

 

 

☐ １．情報登録及び情報連携の目的について 

☐ ２．都道府県、全国油症治療研究班及びカネミ倉庫株式会社から、システムへの情報の登録

について 

☐ ３．情報登録の対象について 

☐ ４．登録された情報の利用について 

☐ ５．個人情報の取扱い及び保護について 

☐ ６．情報登録及び情報連携による利益及び予想される負担・不利益について 

☐ ７．同意の撤回について 

☐ ８．登録情報の開示について 

 

 

以上の説明をすべて理解した上で、システムへの情報の登録及び本システムによる情報連携

を行うことについて同意します。 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

（本 人 署 名）氏名                           

 

 

※代理人による同意の場合は、代理人が以下に署名してください。 

 

（代理人署名）氏名                           

 

↓説明内容を確認した上で、それぞれに☑（チェック）してください。 
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薬 生 食 企 発 0 1 0 6 第 4 号 

令 和 2 年 1 月 6 日 

 

 

秋田県生活環境部長 殿 

 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局 

生活衛生・食品安全企画課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

カネミ油症については、平成24年９月に「カネミ油症患者に関する施策の総合

的な推進に関する法律」（平成24年法律第82号。以下「法」という。）が施行され、

「カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針」（平成24年厚生労

働省・農林水産省告示第２号。以下「告示」という。）に基づき、様々な施策を

実施しているところです。 

 告示第五において、「カネミ油症患者の要望を健康実態調査において把握した

上で、関係都道府県と連携して、医療機関と調整し、油症患者受療券の制度の対

象となる医療機関数の拡大を図る」こととされ、また、平成28年４月に一部改正

された告示第七（３）において「油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数

の更なる拡大を図る」こととされています。 

今般、国、カネミ倉庫及び患者団体の三者から構成される三者協議での患者団

体の要望を踏まえ、令和元年度の健康実態調査の結果において、油症患者受療券

の使用を希望するとされた全ての医療機関に対して要請を行うこととしており、

貴自治体管内においては、新たに別紙１の医療機関が該当します。 

ついては、別紙２のとおり関係資料を送付しますので、市町村、地域の関係団

体等と連携の上、当該医療機関へ要請をお願いします。 

 なお、関係団体及びカネミ倉庫（株）に対し、別添（写）のとおり通知してい

ることを申し添えます。 
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薬 生 食 企 発 0 1 0 6 第 5 号 

令 和 2 年 1 月 6 日 

 

 

千葉県健康福祉部長 殿 

 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局 

生活衛生・食品安全企画課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

カネミ油症については、平成24年９月に「カネミ油症患者に関する施策の総合

的な推進に関する法律」（平成24年法律第82号。以下「法」という。）が施行され、

「カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針」（平成24年厚生労

働省・農林水産省告示第２号。以下「告示」という。）に基づき、様々な施策を

実施しているところです。 

 告示第五において、「カネミ油症患者の要望を健康実態調査において把握した

上で、関係都道府県と連携して、医療機関と調整し、油症患者受療券の制度の対

象となる医療機関数の拡大を図る」こととされ、また、平成28年４月に一部改正

された告示第七（３）において「油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数

の更なる拡大を図る」こととされています。 

今般、国、カネミ倉庫及び患者団体の三者から構成される三者協議での患者団

体の要望を踏まえ、令和元年度の健康実態調査の結果において、油症患者受療券

の使用を希望するとされた全ての医療機関に対して要請を行うこととしており、

貴自治体管内においては、新たに別紙１の医療機関が該当します。 

ついては、別紙２のとおり関係資料を送付しますので、市町村、地域の関係団

体等と連携の上、当該医療機関へ要請をお願いします。 

 なお、関係団体及びカネミ倉庫（株）に対し、別添（写）のとおり通知してい

ることを申し添えます。 
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薬生食企発0106第 6号 

令 和 2年 1月 6日 

 

 

愛知県保健医療局長 殿 

 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局 

生活衛生・食品安全企画課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

カネミ油症については、平成24年９月に「カネミ油症患者に関する施策の総合

的な推進に関する法律」（平成24年法律第82号。以下「法」という。）が施行され、

「カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針」（平成24年厚生労

働省・農林水産省告示第２号。以下「告示」という。）に基づき、様々な施策を

実施しているところです。 

 告示第五において、「カネミ油症患者の要望を健康実態調査において把握した

上で、関係都道府県と連携して、医療機関と調整し、油症患者受療券の制度の対

象となる医療機関数の拡大を図る」こととされ、また、平成28年４月に一部改正

された告示第七（３）において「油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数

の更なる拡大を図る」こととされています。 

今般、国、カネミ倉庫及び患者団体の三者から構成される三者協議での患者団

体の要望を踏まえ、令和元年度の健康実態調査の結果において、油症患者受療券

の使用を希望するとされた全ての医療機関に対して要請を行うこととしており、

貴自治体管内においては、新たに別紙１の医療機関が該当します。 

ついては、別紙２のとおり関係資料を送付しますので、市町村、地域の関係団

体等と連携の上、当該医療機関へ要請をお願いします。 

 なお、関係団体及びカネミ倉庫（株）に対し、別添（写）のとおり通知してい

ることを申し添えます。 
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薬生食企発0106第 7号 

令 和 2年 1月 6日 

 

 

大阪府健康医療部長 殿 

 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局 

生活衛生・食品安全企画課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

カネミ油症については、平成24年９月に「カネミ油症患者に関する施策の総合

的な推進に関する法律」（平成24年法律第82号。以下「法」という。）が施行され、

「カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針」（平成24年厚生労

働省・農林水産省告示第２号。以下「告示」という。）に基づき、様々な施策を

実施しているところです。 

 告示第五において、「カネミ油症患者の要望を健康実態調査において把握した

上で、関係都道府県と連携して、医療機関と調整し、油症患者受療券の制度の対

象となる医療機関数の拡大を図る」こととされ、また、平成28年４月に一部改正

された告示第七（３）において「油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数

の更なる拡大を図る」こととされています。 

今般、国、カネミ倉庫及び患者団体の三者から構成される三者協議での患者団

体の要望を踏まえ、令和元年度の健康実態調査の結果において、油症患者受療券

の使用を希望するとされた全ての医療機関に対して要請を行うこととしており、

貴自治体管内においては、新たに別紙１の医療機関が該当します。 

ついては、別紙２のとおり関係資料を送付しますので、市町村、地域の関係団

体等と連携の上、当該医療機関へ要請をお願いします。 

 なお、関係団体及びカネミ倉庫（株）に対し、別添（写）のとおり通知してい

ることを申し添えます。 
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TKHME
テキスト ボックス
（写）



薬生食企発0106第 8号 

令 和 2年 1月 6日 

 

 

島根県健康福祉部長 殿 

 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局 

生活衛生・食品安全企画課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

カネミ油症については、平成24年９月に「カネミ油症患者に関する施策の総合

的な推進に関する法律」（平成24年法律第82号。以下「法」という。）が施行され、

「カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針」（平成24年厚生労

働省・農林水産省告示第２号。以下「告示」という。）に基づき、様々な施策を

実施しているところです。 

 告示第五において、「カネミ油症患者の要望を健康実態調査において把握した

上で、関係都道府県と連携して、医療機関と調整し、油症患者受療券の制度の対

象となる医療機関数の拡大を図る」こととされ、また、平成28年４月に一部改正

された告示第七（３）において「油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数

の更なる拡大を図る」こととされています。 

今般、国、カネミ倉庫及び患者団体の三者から構成される三者協議での患者団

体の要望を踏まえ、令和元年度の健康実態調査の結果において、油症患者受療券

の使用を希望するとされた全ての医療機関に対して要請を行うこととしており、

貴自治体管内においては、新たに別紙１の医療機関が該当します。 

ついては、別紙２のとおり関係資料を送付しますので、市町村、地域の関係団

体等と連携の上、当該医療機関へ要請をお願いします。 

 なお、関係団体及びカネミ倉庫（株）に対し、別添（写）のとおり通知してい

ることを申し添えます。 
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TKHME
テキスト ボックス
（写）



薬生食企発0106第 9号 

令 和 2年 1月 6日 

 

 

岡山県保健福祉部長 殿 

 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局 

生活衛生・食品安全企画課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

カネミ油症については、平成24年９月に「カネミ油症患者に関する施策の総合

的な推進に関する法律」（平成24年法律第82号。以下「法」という。）が施行され、

「カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針」（平成24年厚生労

働省・農林水産省告示第２号。以下「告示」という。）に基づき、様々な施策を

実施しているところです。 

 告示第五において、「カネミ油症患者の要望を健康実態調査において把握した

上で、関係都道府県と連携して、医療機関と調整し、油症患者受療券の制度の対

象となる医療機関数の拡大を図る」こととされ、また、平成28年４月に一部改正

された告示第七（３）において「油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数

の更なる拡大を図る」こととされています。 

今般、国、カネミ倉庫及び患者団体の三者から構成される三者協議での患者団

体の要望を踏まえ、令和元年度の健康実態調査の結果において、油症患者受療券

の使用を希望するとされた全ての医療機関に対して要請を行うこととしており、

貴自治体管内においては、新たに別紙１の医療機関が該当します。 

ついては、別紙２のとおり関係資料を送付しますので、市町村、地域の関係団

体等と連携の上、当該医療機関へ要請をお願いします。 

 なお、関係団体及びカネミ倉庫（株）に対し、別添（写）のとおり通知してい

ることを申し添えます。 
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TKHME
テキスト ボックス
（写）



薬生食企発0106第10号 

令 和 2年 1月 6日 

 

 

広島県健康福祉局長 殿 

 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局 

生活衛生・食品安全企画課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

カネミ油症については、平成24年９月に「カネミ油症患者に関する施策の総合

的な推進に関する法律」（平成24年法律第82号。以下「法」という。）が施行され、

「カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針」（平成24年厚生労

働省・農林水産省告示第２号。以下「告示」という。）に基づき、様々な施策を

実施しているところです。 

 告示第五において、「カネミ油症患者の要望を健康実態調査において把握した

上で、関係都道府県と連携して、医療機関と調整し、油症患者受療券の制度の対

象となる医療機関数の拡大を図る」こととされ、また、平成28年４月に一部改正

された告示第七（３）において「油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数

の更なる拡大を図る」こととされています。 

今般、国、カネミ倉庫及び患者団体の三者から構成される三者協議での患者団

体の要望を踏まえ、令和元年度の健康実態調査の結果において、油症患者受療券

の使用を希望するとされた全ての医療機関に対して要請を行うこととしており、

貴自治体管内においては、新たに別紙１の医療機関が該当します。 

ついては、別紙２のとおり関係資料を送付しますので、市町村、地域の関係団

体等と連携の上、当該医療機関へ要請をお願いします。 

 なお、関係団体及びカネミ倉庫（株）に対し、別添（写）のとおり通知してい

ることを申し添えます。 
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TKHME
テキスト ボックス
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薬生食企発0106第11号 

令 和 2年 1月 6日 

 

 

山口県環境生活部長 殿 

 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局 

生活衛生・食品安全企画課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

カネミ油症については、平成24年９月に「カネミ油症患者に関する施策の総合

的な推進に関する法律」（平成24年法律第82号。以下「法」という。）が施行され、

「カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針」（平成24年厚生労

働省・農林水産省告示第２号。以下「告示」という。）に基づき、様々な施策を

実施しているところです。 

 告示第五において、「カネミ油症患者の要望を健康実態調査において把握した

上で、関係都道府県と連携して、医療機関と調整し、油症患者受療券の制度の対

象となる医療機関数の拡大を図る」こととされ、また、平成28年４月に一部改正

された告示第七（３）において「油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数

の更なる拡大を図る」こととされています。 

今般、国、カネミ倉庫及び患者団体の三者から構成される三者協議での患者団

体の要望を踏まえ、令和元年度の健康実態調査の結果において、油症患者受療券

の使用を希望するとされた全ての医療機関に対して要請を行うこととしており、

貴自治体管内においては、新たに別紙１の医療機関が該当します。 

ついては、別紙２のとおり関係資料を送付しますので、市町村、地域の関係団

体等と連携の上、当該医療機関へ要請をお願いします。 

 なお、関係団体及びカネミ倉庫（株）に対し、別添（写）のとおり通知してい

ることを申し添えます。 
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TKHME
テキスト ボックス
（写）



薬生食企発0106第12号 

令 和 2年 1月 6日 

 

 

愛媛県保健福祉部長 殿 

 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局 

生活衛生・食品安全企画課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

カネミ油症については、平成24年９月に「カネミ油症患者に関する施策の総合

的な推進に関する法律」（平成24年法律第82号。以下「法」という。）が施行され、

「カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針」（平成24年厚生労

働省・農林水産省告示第２号。以下「告示」という。）に基づき、様々な施策を

実施しているところです。 

 告示第五において、「カネミ油症患者の要望を健康実態調査において把握した

上で、関係都道府県と連携して、医療機関と調整し、油症患者受療券の制度の対

象となる医療機関数の拡大を図る」こととされ、また、平成28年４月に一部改正

された告示第七（３）において「油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数

の更なる拡大を図る」こととされています。 

今般、国、カネミ倉庫及び患者団体の三者から構成される三者協議での患者団

体の要望を踏まえ、令和元年度の健康実態調査の結果において、油症患者受療券

の使用を希望するとされた全ての医療機関に対して要請を行うこととしており、

貴自治体管内においては、新たに別紙１の医療機関が該当します。 

ついては、別紙２のとおり関係資料を送付しますので、市町村、地域の関係団

体等と連携の上、当該医療機関へ要請をお願いします。 

 なお、関係団体及びカネミ倉庫（株）に対し、別添（写）のとおり通知してい

ることを申し添えます。 
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TKHME
テキスト ボックス
（写）



薬生食企発0106第13号 

令 和 2年 1月 6日 

 

 

高知県健康政策部長 殿 

 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局 

生活衛生・食品安全企画課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

カネミ油症については、平成24年９月に「カネミ油症患者に関する施策の総合

的な推進に関する法律」（平成24年法律第82号。以下「法」という。）が施行され、

「カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針」（平成24年厚生労

働省・農林水産省告示第２号。以下「告示」という。）に基づき、様々な施策を

実施しているところです。 

 告示第五において、「カネミ油症患者の要望を健康実態調査において把握した

上で、関係都道府県と連携して、医療機関と調整し、油症患者受療券の制度の対

象となる医療機関数の拡大を図る」こととされ、また、平成28年４月に一部改正

された告示第七（３）において「油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数

の更なる拡大を図る」こととされています。 

今般、国、カネミ倉庫及び患者団体の三者から構成される三者協議での患者団

体の要望を踏まえ、令和元年度の健康実態調査の結果において、油症患者受療券

の使用を希望するとされた全ての医療機関に対して要請を行うこととしており、

貴自治体管内においては、新たに別紙１の医療機関が該当します。 

ついては、別紙２のとおり関係資料を送付しますので、市町村、地域の関係団

体等と連携の上、当該医療機関へ要請をお願いします。 

 なお、関係団体及びカネミ倉庫（株）に対し、別添（写）のとおり通知してい

ることを申し添えます。 
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TKHME
テキスト ボックス
（写）



薬生食企発0106第14号 

令 和 2年 1月 6日 

 

 

福岡県保健医療介護部長 殿 

 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局 

生活衛生・食品安全企画課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

カネミ油症については、平成24年９月に「カネミ油症患者に関する施策の総合

的な推進に関する法律」（平成24年法律第82号。以下「法」という。）が施行され、

「カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針」（平成24年厚生労

働省・農林水産省告示第２号。以下「告示」という。）に基づき、様々な施策を

実施しているところです。 

 告示第五において、「カネミ油症患者の要望を健康実態調査において把握した

上で、関係都道府県と連携して、医療機関と調整し、油症患者受療券の制度の対

象となる医療機関数の拡大を図る」こととされ、また、平成28年４月に一部改正

された告示第七（３）において「油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数

の更なる拡大を図る」こととされています。 

今般、国、カネミ倉庫及び患者団体の三者から構成される三者協議での患者団

体の要望を踏まえ、令和元年度の健康実態調査の結果において、油症患者受療券

の使用を希望するとされた全ての医療機関に対して要請を行うこととしており、

貴自治体管内においては、新たに別紙１の医療機関が該当します。 

ついては、別紙２のとおり関係資料を送付しますので、市町村、地域の関係団

体等と連携の上、当該医療機関へ要請をお願いします。 

 なお、関係団体及びカネミ倉庫（株）に対し、別添（写）のとおり通知してい

ることを申し添えます。 
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TKHME
テキスト ボックス
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薬生食企発0106第15号 

令 和 2年 1月 6日 

 

 

長崎県県民生活部長 殿 

 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局 

生活衛生・食品安全企画課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

カネミ油症については、平成24年９月に「カネミ油症患者に関する施策の総合

的な推進に関する法律」（平成24年法律第82号。以下「法」という。）が施行され、

「カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針」（平成24年厚生労

働省・農林水産省告示第２号。以下「告示」という。）に基づき、様々な施策を

実施しているところです。 

 告示第五において、「カネミ油症患者の要望を健康実態調査において把握した

上で、関係都道府県と連携して、医療機関と調整し、油症患者受療券の制度の対

象となる医療機関数の拡大を図る」こととされ、また、平成28年４月に一部改正

された告示第七（３）において「油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数

の更なる拡大を図る」こととされています。 

今般、国、カネミ倉庫及び患者団体の三者から構成される三者協議での患者団

体の要望を踏まえ、令和元年度の健康実態調査の結果において、油症患者受療券

の使用を希望するとされた全ての医療機関に対して要請を行うこととしており、

貴自治体管内においては、新たに別紙１の医療機関が該当します。 

ついては、別紙２のとおり関係資料を送付しますので、市町村、地域の関係団

体等と連携の上、当該医療機関へ要請をお願いします。 

 なお、関係団体及びカネミ倉庫（株）に対し、別添（写）のとおり通知してい

ることを申し添えます。 
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薬生食企発0106第16号 

令 和 2年 1月 6日 

 

 

大分県生活環境部長 殿 

 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局 

生活衛生・食品安全企画課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

カネミ油症については、平成24年９月に「カネミ油症患者に関する施策の総合

的な推進に関する法律」（平成24年法律第82号。以下「法」という。）が施行され、

「カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針」（平成24年厚生労

働省・農林水産省告示第２号。以下「告示」という。）に基づき、様々な施策を

実施しているところです。 

 告示第五において、「カネミ油症患者の要望を健康実態調査において把握した

上で、関係都道府県と連携して、医療機関と調整し、油症患者受療券の制度の対

象となる医療機関数の拡大を図る」こととされ、また、平成28年４月に一部改正

された告示第七（３）において「油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数

の更なる拡大を図る」こととされています。 

今般、国、カネミ倉庫及び患者団体の三者から構成される三者協議での患者団

体の要望を踏まえ、令和元年度の健康実態調査の結果において、油症患者受療券

の使用を希望するとされた全ての医療機関に対して要請を行うこととしており、

貴自治体管内においては、新たに別紙１の医療機関が該当します。 

ついては、別紙２のとおり関係資料を送付しますので、市町村、地域の関係団

体等と連携の上、当該医療機関へ要請をお願いします。 

 なお、関係団体及びカネミ倉庫（株）に対し、別添（写）のとおり通知してい

ることを申し添えます。 
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No. 都道府県 市区町村名 医療機関名

1 秋田県 秋田市南通みその町3-15 中通総合病院

2 千葉県 千葉市美浜区高洲3-14-1-404 稲毛海岸神経科クリニック

3 愛知県 名古屋市港区春田野2-307 大矢歯科

4 愛知県 岡崎市小針町一シキ12-1 医療法人ポライト　あい歯科矯正歯科

5 愛知県 岡崎市竜美台1-3-20 医療法人小森内科クリニック

6 愛知県 一宮市多加木3-4-3 野村内科

7 愛知県 一宮市野口2丁目16番8号 富田医院

8 大阪府 大阪市淀川区西三国一丁目18番4号 貴生病院

9 大阪府 大阪市西区九条南一丁目12番21号 多根総合病院

10 大阪府 貝塚市堀三丁目10番20号 市立貝塚病院

11 大阪府 堺市北区北長尾町一丁7番10号　 まるたに眼科クリニック

12 大阪府 堺市堺区南三国ヶ丘町1－5－14 髙木歯科医院

13 大阪府 堺市堺区三国ケ丘御幸通5番地 医療法人和春会　山田皮膚科医院

14 大阪府 堺市北区中長尾町二丁1番21号 久保整形外科クリニック

15 島根県 邑智郡川本町川本３８３－１ 加藤病院

16 岡山県 倉敷市美和1丁目1番1号 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院

17 岡山県 岡山市北区鹿田町2－5－1 岡山大学病院

18 広島県 広島市安佐北区可部南二丁目1番1号 地方独立行政法人広島市立病院機構　広島市立安佐市民病院

19 広島県 山県郡北広島町蔵迫665－1 医療法人　至誠会　市頭眼科医院

20 広島県 山県郡北広島町壬生144番地1 いのうえ内科

21 広島県 広島市佐伯区楽々園4丁目6番23号 そえだ眼科

22 広島県 広島市佐伯区海老山町7番11号 海老山薬局

23 広島県 廿日市市地御前１丁目３－３ 広島県厚生農業協同組合連合会　廣島総合病院

24 広島県 広島市南区段原2－1－7 竹口歯科

25 広島県 三原市円一町二丁目５番１号 社会医療法人　里仁会　興生総合病院

26 広島県 安芸郡府中町鶴江一丁目25番20号3階 白根耳鼻咽喉科

27 広島県 広島市中区光南1丁目11番11号 コスモス薬局　光南店

28 広島県 呉市西中央2丁目3－28 国家公務員共済組合連合会　呉共済病院

29 山口県 下関市竹崎町3丁目5番31号 大塚医院

30 山口県 下関市竹崎町3丁目5番25号 有限会社コトブキ薬局

31 山口県 宇部市大字西岐波750番地 宇部興産中央病院

32 愛媛県 松山市河野中須賀285番地15 エムアイ薬局

33 愛媛県 東温市志津川 愛媛大学医学部附属病院

34 愛媛県 松山市春日町83番地 愛媛県立中央病院

35 愛媛県 松山市文京町1番地 松山赤十字病院

36 愛媛県 松山市三番町四丁目4番地5 梶浦病院

37 高知県 高知市上町5丁目6－20 医療法人　川村会　川村病院

38 高知県 高知市上町4丁目5－22 みやもと歯科

39 高知県 高知市愛宕町1丁目1－13 医療法人　新松田会　愛宕病院

40 高知県 高知市大膳町37 社会医療法人　仁生会　細木病院

41 高知県 高知市高見町363 高知医療生活協同組合　潮江診療所

42 高知県 高知市追手筋1丁目9－22 菜の花診療所

43 高知県 高知市城見町4の13 医療法人　高田会　高知記念病院

44 高知県 高知市桜井町1丁目9－35 医療法人嶋本会　嶋本歯科医院

45 福岡県 宮若市本城字板井田678番地4 あらまき内科クリニック

46 福岡県 宗像市栄町3番地5 医療法人あかま整形クリニック

47 福岡県 宗像市田久2－3－1 医療法人　やまね眼科医院

48 福岡県 宗像市赤間駅前1丁目2番1号－101号 医療法人　フィロソフィア　徳永歯科クリニック

49 福岡県 飯塚市立岩1308番地12 丸野クリニック

50 福岡県 田川市大字川宮535番の1 医療法人　木村クリニック川宮医院

51 福岡県 糟屋郡志免町志免中央2丁目4番1号 医療法人みやふさ整形外科クリニック

52 福岡県 糟屋郡志免町志免中央2－4－3 らいふ薬局　志免店

53 福岡県 糟屋郡宇美町宇美4－1－3丸和メディカルビル2階 あおい薬局

54 福岡県 糟屋郡粕屋町大字大隈132番地の1 片井整形外科・内科病院

55 福岡県 福岡市博多区千代4－30－7 日本調剤九大前薬局

56 福岡県 福津市光陽台1丁目1番地の5 松野脳神経クリニック

57 福岡県 宗像市くりえいと1丁目5番7号 安部ひ尿器皮ふクリニック

58 福岡県 宗像市くりえいと1－2－1 早田内科循環器科クリニック

59 福岡県 宗像市野坂2650 医療法人　庄正会　蜂須賀病院

60 福岡県 福津市日蒔野5丁目7番地の1 宗像水光会総合病院

別紙１
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別紙１

61 福岡県 春日市紅葉ケ丘西3－32 西原歯科医院

62 福岡県 久留米市津福本町422 聖マリア病院

63 福岡県 直方市大字感田1781番地15 医療法人ひぐち歯科クリニック

64 福岡県 朝倉市杷木池田541－1 フラワー薬局杷木店

65 福岡県 糟屋郡宇美町宇美4丁目1番3号 たけうち皮膚科

66 福岡県 北九州市八幡東区春の町1丁目1番1号 製鉄記念八幡病院

67 福岡県 北九州市門司区南本町3番1号 北九州市立門司病院

68 福岡県 福岡市東区馬出1－24－42ニューウェーブ博多ビル2階 荒川眼科クリニック

69 福岡県 福岡市博多区千代2－14ー5 そよかぜ薬局

70 福岡県 福岡市東区千早2丁目4番18号 医療法人福香会おくだクリニック

71 福岡県 福岡市東区千早5－8－1－3Ｆ 医療法人　清原皮膚泌尿器科医院

72 福岡県 福岡市東区和白丘2丁目2番75号 福岡和白病院

73 福岡県 福岡市東区和白３丁目17－24 医療法人　あんのうクリニック

74 福岡県 福岡市早良区次郎丸5丁目7番9号 黒田整形外科医院

75 福岡県 福岡市東区塩浜1丁目9－50 医療法人　内藤整形外科医院

76 長崎県 西彼杵郡時津町西時津郷466番地1 医療法人　真和会　山中内科消化器科医院

77 長崎県 福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号住友生命ビル8階 吉田しげる歯科

78 長崎県 大村市池田2丁目304－1 髙島脳神経内科

79 長崎県 大村市乾馬場町830－2 加島歯科・小児歯科医院

80 長崎県 諫早市永昌東町9－26ニューウィンドビル3Ｆ 医療法人　ふじえクリニック

81 長崎県 諫早市永昌東町9－23 しらぬひ薬局

82 長崎県 長崎市目覚町3－2 石野皮膚科医院

83 長崎県 長崎市桜馬場1丁目7番7号 医療法人　秋山眼科クリニック

84 長崎県 諫早市小川町595番地1 美南の丘クリニック

85 長崎県 諫早市永昌町43番22号 にしむらクリニック

86 長崎県 諫早市栄田町31ー5 なかしまつねゆき内科循環器科

87 長崎県 諫早市貝津町2314－1 おかもと歯科

88 長崎県 諫早市貝津町3015 医療法人祥仁会　西諫早病院

89 長崎県 長崎市桜木町2番19号 アイン薬局桜木町店

90 長崎県 西彼杵郡時津町浦郷301番地22 とおやま内科

91 長崎県 長崎市中里町96 医療法人和仁会　和仁会病院

92 長崎県 長崎市中里町93－1 太陽薬局

93 長崎県 長崎市矢上町48番1号 すやま眼科クリニック

94 長崎県 長崎市矢上町47－3 おがわ皮ふ科・アレルギー科

95 長崎県 島原市津町409ー15 林内科医院

96 長崎県 大村市小路口町244－11 かなで薬局

97 長崎県 五島市上大津町336－6 新井整骨院

98 長崎県 五島市三井楽町濱ノ畔1253－1 山田医院

99 大分県 別府市青山町7番52号 野口病院

100 大分県 佐伯市鶴岡町一丁目11番59号 社会医療法人　長門莫記念会　長門記念病院

101 大分県 佐伯市城下西町2－60 吉田歯科医院

102 大分県 佐伯市船頭町157－5 やつか眼科医院
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医療費・交通費等のお支払いについて 

 

1 お支払基準について 

＜医療費について＞ 

・ 各種健康保険を利用した上、窓口でお支払いになる医療費、薬代をお支払いしま

す。（漢方薬・針灸についても保険適用分はお支払いします。） 

・ 高額療養費還付・老人保険等の医療制度は、各保険機関の制度に準じます。 

・ 入院される場合は限度額適用認定証を保険機関に申請してください。 

・ 後期高齢保険の方は保険機関での限度額をおしらせください。 

 

＜通院交通費について＞ 

・ 公共の交通機関の利用を原則としてお支払いします。 

・ 自家用車での通院の場合はガソリン代をお支払致します。 

・ 最寄りの病院での治療を原則としています。 

 

＜その他＞ 

・ 保険適用外の治療については、原則としてお支払致しかねます。 

・ 明確に油症とは関係ないと判定できる症状以外はお支払致します。 

・ 特殊事情については、別途協議させて頂きます。 

 

2 請求方法について 

＜個人で立替払いをした場合の請求の方法＞ 

・ 請求書様式に必要事項を記入の上、領収書とともに送付してください。 

・ 毎月 10日までに到着した請求分を月末にお支払します。 

・ 原則として月単位の請求をお願いしています。 

・ 毎月２７日頃に支払通知書を送付しますので月末に口座をご確認下さい。 

 

＜受療券を使用して治療を受ける場合＞ 

・ 各種健康保険証と受療券を病院窓口に提示して受診して下さい。 

・ 窓口負担金を当社が病院へ直接お支払します。 

・ 病院への事情説明が必要な場合は、当社へご連絡下さい。 

・ 入院の場合は限度額適用認定証を保険機関に申請してください。 

・ 入院の際の食事負担金及び保険外分についてはお支払いたしておりません。 

＊ ご不明な点については必ず事前にご連絡をお願いします。 

カネミ倉庫株式会社 

油症係 

TEL093-561-5336 

FAX093-561-5330 
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厚生労働省全国油症治療研究班
九州大学病院油症ダイオキシン研究診療センター

2019年12月20日現在

油症栄養セミナー参加者数

・2014/3/1　奈留地区 油症患者12名、健康推進員1名

・2014/3/8　玉之浦地区 油症患者9名、食生活改善推進員5名

・2014/5/20　福岡地区 油症患者13名

・2014/5/30　福江地区 油症患者3名、カネミ油症を考えるワークショップメンバー5名

・2014/10/3　奈留地区 油症患者7名、健康推進員3名

・2014/10/15　九大栄養セミナー 油症患者10名

・2014/10/29　北九州地区 油症患者3名

・2015/2/8　　長崎地区
（長崎県立大学シーボルト校）
（古江班長講演）

油症患者6名   行政　1名、一般　２名
長崎大学　3名　長崎県立大学2名　長崎純心大学1名
長崎ウエスレヤン大学1名　　医師1名

・2015/3/6　　玉之浦地区 油症患者　12名

・2015/3/19　　広島地区
油症患者　９名、患者家族　２名

・2015/3/27　　福江地区
（九州大学病院油症ダイオキシン研
究診療センター医師講演）

油症患者6名  、医療関係者2名、一般市民5名、行政関係者8名

・2015/5/14 　奈留地区
（九州大学病院油症ダイオキシン研
究診療センター医師講演）

油症患者　13名、市民グループ代表1名、保健師1名

・2015/5/14　　玉之浦地区
（九州大学病院油症ダイオキシン研
究診療センター医師講演）

油症患者　13名、看護師1名、保健師1名

・2015/5/27　　奈留地区 油症患者7名

・2015/10/6　　玉之浦地区 油症患者　6名

・2015/10/20　　奈留地区
油症患者　5名　、健康推進員　２名、保健師　１名

・2016/3/24　　玉之浦地区
油症患者　5名、保健師　1名

・2016/5/20　　奈留地区
油症患者　７名　、健康推進員　２名

・2016/9/29　　玉之浦地区
油症患者　6名、保健師　1名

・2016/11/17　　奈留地区
油症患者　4名、健康推進員2名

・2017/3/9　玉之浦地区 油症患者　7名、保健師1名、健康推進員1名

・2017/5/19　奈留地区 油症患者　3名、健康推進員2名

・2017/11/28　玉之浦地区 油症患者　1名、公民館職員1名
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厚生労働省全国油症治療研究班
九州大学病院油症ダイオキシン研究診療センター

2019年12月20日現在

・2018/3/20　玉之浦地区 油症患者　5名、相談員1名

・2018/5/31　奈留地区 油症患者　6名、健康推進員2名、保健師　1名

・2018/10/16　　長崎地区 油症患者　8名

油症運動セミナー参加者数（講師：五島市長寿介護課理学療法士、只熊相談員五島市長寿介護課等認定介護予防ボランティア）（五島市主催）

・2015/4/17　奈留地区 油症患者12名

・2015/5/11　玉之浦地区 油症患者7名

・2015/6/12　　奈留地区 油症患者12名

・2015/9/26　奈留地区 油症患者8名

・2016/3/10　奈留地区 油症患者6名

・2017/4/20　玉之浦地区 油症患者11名

・2017/6/14　玉之浦地区 油症患者5名

・2017/11/16　玉之浦地区 油症患者7名

・2018/3/20　玉之浦地区 油症患者5名

油症運動セミナー参加者数（講師：公益社団法人日本３Ｂ体操協会公認指導者）

・2016/11/30　福岡地区 油症患者13名

・2017/3/7　広島地区 油症患者10名、患者家族5名

・2017/10/6　福岡地区 油症患者8名、患者家族1名

・2017/12/15　広島地区 油症患者8名、患者家族1名

・2018/10/16　長崎地区 油症患者7名

・2018/11/4　福岡地区 油症患者11名、患者家族1名

・2019/3/7　五島地区 油症患者7名

・2019/10/16　玉之浦地区 油症患者6名

・2019/11/26 奈留地区 油症患者2名、患者家族6名
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厚生労働省全国油症治療研究班
九州大学病院油症ダイオキシン研究診療センター

2019年12月20日現在

油症漢方セミナー参加者数

・2017/11/8　福岡地区 油症患者12名

・2018/11/4　福岡地区 油症患者12名、患者家族1名

・2019/10/28　長崎地区 油症患者7名

・2019/12/15　福岡地区 油症患者9名、患者家族1名
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～医療機関の皆さまへ～

全国油症治療研究班・追跡調査班
油症ダイオキシン研究診療センター

カネミ油症の手引き
― 症状と治療について ―

厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業）

食品を介したダイオキシン類等の人体への影響の把握と
その治療法の開発等に関する研究（油症研究）

このパンフレットは、油症の患者さんを診療され

る医療機関の皆さまに、カネミ油症の経緯や、ダ

イオキシンの毒性、患者さんの症状についてご

理解いただき、生活指導や治療の参考にしてい

ただくためにご活用ください。
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カネミ油症の手引き
― 症状と治療について ―

厚生労働科学研究油症研究班

は じ め に

1968年に高濃度のポリ塩化ビフェニル（PCB）類やダイオキシン類が混入した食用油（カネミ

油）による食中毒事件が発生しました。被害者はPCB類・ダイオキシン類による複合中毒症状を

呈し、食用油の摂取により発症したことから「油症」とよばれました(1,2)。

これまで、油症研究班では、油症の診断や治療法の研究、患者さんの追跡調査などを行ってき

ました。このパンフレットは、油症の患者さんを診療される医療機関の皆さまに、カネミ油症の

経緯や、ダイオキシンの毒性、患者さんの症状についてご理解いただき、生活指導や治療の参考

にしていただくために作成されました。

ダイオキシン類・PCB類の毒性

ダイオキシン類は塩素を含む物質の不完全燃焼や、薬品類合成の副生成物です。世界保健機関

（WHO）は、次の３種類をダイオキシン類としています。

�ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン（polychlorinated dibenzo-p-dioxins, PCDDs）

�ポリ塩化ジベンゾフラン（polychlorinated dibenzofurans, PCDFs）

�ダイオキシン様ポリ塩化ビフェニル（dioxin-like polychlorinated biphenyls, DL-PCBs）：PCB

のうちダイオキシン類特有の毒性を見せるもの

ポリ塩化ビフェニル（PCB）類やダイオキシン類には400種類以上の異性体が含まれます。そ

れぞれの異性体の毒性は似ていますが、その強さは化学式・異性体によって異なります。

油症の原因となった食用油にも、PCB、PCDFの中の複数の化合物やポリ塩化クアターフェニー

ル（PCQ）が混入していたことが油症研究班によって明らかにされましたが、油症が発生した

当時は、その毒性の性質や強さについてはほとんど分かっていない状況でした。その後、非常に

毒性の強い2,3,4,7,8-PeCDFが患者さんのダイオキシン毒性の約75.5％を占め、他に 1,2,3,4,

7,8-HxCDFが約11.6％、2,3,3′,4,4ʼ,5-HxCB（PCB156）が約1.5％、1,2,3,6,7,8-HxCDFが

約1.2％を占めていることが分かりました。

2
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最近、ダイオキシン類やPCB類が毒性を発揮するためには、「ダイオキシン受容体 Aryl hy-

drocarbon receptor(AhR）」が必要であることが分かってきました(1,2,3)。ダイオキシン類が

AhRに結合すると、細胞の中で強い酸化反応が起こり、活性酸素が過剰に産生され、酸化スト

レスによって細胞内のいろいろな蛋白質やDNAが傷ついてしまいます（図１）。AhRはどの臓器

にも発現していますが、とりわけ肺、肝臓、腎臓、胸腺などで高い発現が認められます(4,5,6)。

さまざまな動物実験で、ダイオキシン類暴

露によって、肝癌、肺癌などの発症を助長す

ることが報告されています(7,8)。一方、ダイ

オキシンはマウスの乳癌の転移を抑制すると

いう報告もあります(9)。ダイオキシンによ

る発がんには、種差、性差、臓器差があるよ

うです。

これまで、油症患者では、死亡率の増加は

見られていませんが、何らかの癌による死亡

率が一般人よりも1.37倍高く、とりわけ男性

の肝癌（1.82倍）や肺癌（1.75倍）による死亡率が一般人よりも高率でした(10)。また、油症発

生後の10年間に流産、早産、胎児死亡が増加したり、母体ダイオキシン類濃度が高いと児の出生

体重が減少していました(11-16)。

油症患者の血中ダイオキシン類濃度

体内に取り込まれたダイオキシン類は徐々に排泄されます。しかし40年以上経過した現在でも

患者血液中のPeCDF濃度は健常者に比べて有意に高値であり、その平均値は健常者平均値の約

10倍もあります（表１）。血中PeCDF濃度の半減期も40年以上に伸びている患者さんが増えてき

ています。いまだに異常高値の患者さんでは、PeCDFは一生涯体内に残留し続けると考えられ

ます。ダイオキシン類が長期にわたって人間の健康にどのような影響を及ぼすかを把握するため

に、油症研究班では、各自治体と連携して、患者さんの検診を行っています(1-8)。

3

図１．ダイオキシンは細胞を酸化する

2章

表１．油症認定者の血中2,3,4,7,8-PeCDF濃度（pg/g lipids)

油症認定者 健常人

2012年度
(n=132)

2013年度
(n=212)

2014年度
(n=246)

n=52

最 大 値 1177.0 1112.6 1261.5 41.7

平 均 値 117.5 82.6 99.2 15.2

標準偏差 198.5 141.5 147.1 8.9
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油症の症状と経過

油症の急性期には、全身倦怠感、食欲不振、体重減少、頭重感といった全身症状や、著明なマ

イボーム腺の分泌亢進（図２）、眼瞼の浮腫、結膜の充血、視力の低下といった眼症状が起こり、

引き続いて塩
えん

素
そ

痤
ざ

瘡
そう

（塩素ニキビ）とよばれるダイオキシン類中毒に特徴的な皮膚症状：痤瘡様

の丘疹、黒
こく

色
しょく

面
めん

皰
ぽう

、嚢
のう

腫
しゅ

、色素沈着（図３、図４、図５）を始め注１、多汗症、喀
かく

痰
たん
注２、咳

がい

嗽
そう

（せ

き）、関節痛、頭痛、腹痛、四肢のしびれ、知覚鈍麻、月経異常などの症状がみられました。

�注１ 酸化ストレスによって皮膚の毛嚢脂腺が異常に角化し破壊され、塩素ニキビが発生する

と考えられます。また、ダイオキシン類による酸化ストレスは色素細胞によるメラニン色

素産生を亢進させることがわかっています(1)。

�注２ 気道の上皮細胞にダイオキシン類が作用すると、粘液の分泌が過剰になります。このた

め痰が激しくなると考えられます(2)。

油症発症早期（1968年10月）には、80％以上の症例に眼症状や塩素痤瘡が認められました（表

２）。体内に吸収されたダイオキシン類は、徐々に排泄されるため、症状はゆるやかに回復に向

かっています。塩素痤瘡はこの40年間で徐々に軽快し、最近の検診では何らかの皮膚症状が認め

られる患者さんは約30％でした。一方、全身倦怠感、頭痛、手足のしびれ、喀痰、咳嗽、腹痛と

いった自覚症状は、いまだに50％の患者さんに認められることから、油症では、全身に何らかの

症状が出る可能性があります（表３）。一方、血中PeCDF濃度は、塩素痤瘡、全身倦怠感、頭痛、

喀痰、咳嗽、腹痛、関節痛の症状の強さと正に相関することが明らかになっています(3,4)。

4
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図２．マイボーム腺分泌過多

図３．塩素ニキビ・黒色面皰

図４．塩素ニキビ・嚢腫 図５．色素沈着
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油症研究班で、平成20年度に厚生労働省によって実施された油症患者実態調査（生存している

油症患者1,420名のうち1,131名が参加したアンケート調査）と、一般成人対象群1,212名（性別・

年齢補正）における同様のアンケート調査結果を比較検討しました。

アンケート調査に基づく調査ではありますが、これまでの油症研究によって血中ダイオキシン

類濃度との関連が示唆されていた症状のうち、神経痛、頭痛、認知症、多汗症、不眠、鼻血が止

まりにくい、心肥大、動
どう

悸
き

、動脈硬化、糖尿病、十二指腸潰瘍、高脂血症、骨粗鬆症、紫斑、手

足のしびれ、などが一般成人よりも1.5倍以上あるいは３倍以上の頻度で油症患者に認められま

した(5)。

アンケート調査に基づく調査の限界や、一般的な非特異症状であることに留意が必要ですが、

今後の油症患者の健康管理や研究に活用できる可能性があります。油症患者では睡眠の質が低下

することもわかっています(6)。

5

表２．油症発症早期にみられた臨床症状の割合（％） 表３．油症の臨床症状の推移（％）

症 状 男性89名 女性100名

目 や に

痤 瘡 様 皮 疹

爪 の 黒 変

皮 膚 色 の 変 化

上 眼 瞼 の 浮 腫

目 粘 膜 の 充 血

毛穴に一致した黒点

脱 力 感

一 過 性 視 力 減 退

粘 膜 の 色 素 沈 着

手 掌 の 発 汗 過 多

か ゆ み

手 足 の し び れ

頭 痛

掌 足 の 硬 化

嘔 吐

四 肢 の 紅 斑

手 足 の 腫 脹

下 痢

難 聴

発 熱

黄 疸

手 足 の 痙 攣

88.8

87.6

83.1

75.3

71.9

70.8

64.0

58.4

56.2

56.2

50.6

42.7

32.6

30.3

24.7

23.6

20.2

20.2

19.1

18.0

16.9

11.2

7.9

83.0

82.0

75.0

72.0

74.0

71.0

56.0

52.0

55.0

47.0

55.0

52.0

39.0

39.0

29.0

28.0

16.0

41.0

17.0

19.0

19.0

11.0

8.0

症 状 1988年 2001-2003年

全 身 倦 怠 感

頭 痛

咳 嗽

喀 痰

腹 痛

下 痢

手 足 の し び れ

月 経 異 常

黒 色 面 疱（顔 面）

痤 瘡 様 皮 疹（顔 面）

色 素 沈 着（顔 面）

爪 変 形

眼 脂 過 多

結 膜 の 色 素 沈 着

マ イ ボ ー ム 腺 嚢 胞

76.1

67.3

51.0

52.0

43.2

42.0

61.9

19.3

19.5

4.7

2.7

10.3

15.3

4.4

12.0

62.1

52.9

39.2

42.6

27.5

31.5

53.6

17.5

6.7

5.3

2.5

7.3

16.0

1.4

1.7
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油症の認定

油症研究班は、時間の経過に伴う症状と所見の変化ならびに分析技術の進歩等に伴い、油症診

断基準の見直しを行っています。各自治体は、検診の結果、油症診断基準を満たすと判断される

方の認定を行っていますが、平成24年12月に、診断基準が改定され、油症発生当時に、油症患者

と同居し、カネミ倉庫製の、PCB等が混入していた当時の米ぬか油を摂取した方で、現在、心身

の症状を有し、治療その他の健康管理を継続的に要する場合には、検診を受けなくても、書類等

により、認定を受けられることになりました（現在の診断基準（表４））。2019年６月30日現在の

認定患者数は累計2,334名（うち同居家族認定296名）です。

認定された患者さんには、油症研究班が、ダイオキシン類が人体に及ぼす影響を把握し、治療

法を開発することを目的に、各自治体と連携して、検診を実施しています。油症検診でのチェッ

ク項目は、http://www.kyudai-derm.org/yusho/4.html をご確認ください。また、原因企業のカ

ネミ倉庫株式会社が、見舞金や医療費等の支払いを行っています（一部の医療機関では、カネミ

倉庫株式会社の発行する油症患者受療券を提示すれば、窓口での自己負担が無くなります。）

表４．油症診断基準

油症診断基準（2012年12月３日追補）

油症治療研究班

油症の診断基準については、時間の経過に伴う症状と所見の変化ならびに分析技術の進歩に伴っ

て、1972年10月26日、1976年６月14日、1981年６月16日、2004年９月29日に追補・改訂等が行われ

てきた。

今般、「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」が制定され、同法に基づく「カ

ネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針」に基づき、国から、事件当時の同居家族

で健康被害を受けた者が、家族内で認定結果が分かれることのないよう、診断基準を拡大する方向

で見直すよう要請されたことから、追補することとした。

発病条件

PCBなどの混入したカネミ米ぬか油を摂取していること。

油症母親を介して児にPCBなどが移行する場合もある。

多くの場合家族発生がみられる。

重要な所見

１．ざ瘡様皮疹

顔面、臀部、そのほか間擦部などにみられる黒色面皰、面皰に炎症所見の加わったもの、

および粥状内容物をもつ皮下嚢胞とそれらの化膿傾向。

２．色素沈着

顔面、眼瞼結膜、歯肉、指趾爪などの色素沈着（いわゆるブラックベイビーを含む）

３．マイボーム腺分泌過多

４．血液PCBの性状および濃度の異常

５．血液PCQの濃度の異常（参照１）

6
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６．血液2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuran（PeCDF）の濃度の異常（参照２）

参考となる症状と所見

１．自覚症状

１）全身倦怠感 ４）眼脂過多 ７）月経の変化

２）頭重ないし頭痛 ５）せき、たん

３）四肢のパレステジア（異常感覚） ６）不定の腹痛

２．他覚的所見

１）気管支炎所見 ６）血清ビリルビンの減少

２）爪の変形 ７）新生児のSFD（Small-For-Dates Baby）

３）粘液嚢炎 ８）小児では、成長抑制および歯牙異常

４）血清中性脂肪の増加 （永久歯の萌出遅延）

５）血清γ-GTPの増加

参照１ 血中PCQの濃度は以下のとおりとする。

⑴ 0.1ppb以上 ：高い濃度

⑵ 0.03〜0.09ppb ：⑴と⑶の境界領域濃度

⑶ 0.02ppb（検出限界）以下 ：通常みられる濃度

参照２ 血中2,3,4,7,8-PeCDFの濃度は以下のとおりとする。

⑴ 50pg/g lipids以上 ：高い濃度

⑵ 30pg/g lipids以上、50pg/g lipids未満 ：やや高い濃度

⑶ 30pg/g lipids未満 ：通常みられる濃度

また、年齢・性別についても勘案して考慮する。

註１．以上の発病条件と症状、所見を参考にし、受診者の年齢および時間的経過を考慮のうえ総合

的に診断する。

２．この診断基準は油症であるか否かについての判断の基準を示したものであって必ずしも油症

の重症度とは関係ない。

３．血液PCBの性状と濃度の異常および血液2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuran（PeCDF）の

濃度の異常については、地域差、職業などを考慮する必要がある。

４．測定は油症研究班が適切と認めた精度管理が行われている検査機関にて行う。

追補：油症患者（同居家族）に関する条件

油症発生当時に、油症患者（本追補により油症患者とみなされた者を除く。）と同居し、カネミ

倉庫製の、PCB等が混入していた当時の米ぬか油を摂取した者で、現在、心身の症状を有し、治療

その他の健康管理を継続的に要する場合には、油症患者とみなす。

7

111



油症の治療

油症の治療には、摂取したPCB類やダイオキシン類を全て排出する、あるいは無害な代謝物に

変換することが必要と考えられますが、根治的な治療法は確立していません。

そのため、治療は各症状に対する対症療法が中心になり、かかりつけ医と、皮膚科、眼科、整

形外科、呼吸器科、神経内科、婦人科、歯科、内科などが連携して対応する必要があります。

�しびれ感や感覚低下などの末梢神経症状には、ビタミン複合剤やビタミンB12の内服、頭痛や

痛みには鎮痛剤や頭痛薬の内服、湿布療法などで対処します。

�油症研究班の臨床研究により、麦
ばく

門
もん

冬
どう

湯
とう

が咳・痰といった呼吸器症状を改善することが明らか

になりました(1)。そのため、咳・痰などの呼吸器症状で気道感染がない場合には、鎮咳去痰

剤や麦門冬湯の内服を行います。気道感染の合併が疑われる場合には、細菌培養・血液検査な

どを行った後、適切な抗菌薬を追加投与します。

�油症研究班の基礎的研究により、桂
けい

枝
し

茯
ぶく

苓
りょう

丸
がん

、その中に含まれている生薬の一つである桂
けい

皮
ひ

はダイオキシン類受容体であるaryl hydrocarbon receptor（AhR）の活性を阻害し、加えて抗

酸化作用を発揮することが明らかになりました(2)。また、桂枝は炎症後の線維化を抑制する

可能性が高いことも明らかになりました(3)。

�紫蘇（シソ）の香りの主成分であるぺリルアルデヒドもAhR活性を阻害し、環境汚染物質ベ

ンゾピレンによる炎症反応に関わる、遊走因子（CCL2, IL-1b）と活性酸素の産生を抑制しま

した(4)。さらに、ぺリルアルデヒドは酸化ストレスから細胞を保護する転写因子Nrf2も活性

化しました(4)。ぺリルアルデヒドはダイオキシン類の生体影響を緩和しうる可能性が示唆さ

れました。

�患者さまを対象に桂枝茯苓丸を３カ月間内服する臨床試験を行った結果、全身倦怠感、皮膚症

状や呼吸器症状の一部が改善し、生活の質の向上がみられました。桂枝茯苓丸が油症の治療薬

の一つになる可能性が示されました(5)。

�皮膚症状では、炎症を伴う痤瘡様皮疹・嚢腫には抗菌薬の内服を行うほか、嚢腫、限局した膿

皮症、痤瘡瘢痕などには切開や切除など外科的治療が適応となることがあります。色素沈着に

対してはビタミンＣやグルタチオン剤の内服を行います。皮膚の乾燥やかゆみに対しては、抗

ヒスタミン剤の内服に加え、保湿薬の外用、ステロイド軟膏の外用を行います。足底のたこ・

うおのめに対しては、スピール膏の貼付やたこ削り術を行います。

日常生活の留意点

�ダイオキシンがAhRに結合すると、特異的な薬物代謝酵素（CYP1A1）が誘導され、酸化スト

レスが細胞の中で発生します。これまでの研究により、多くの油症患者さんの体内には今でも

ダイオキシン類が存在し、活性酸素が産生されていることがわかりました(1-4)。

�一般に活性酸素は老化やガン・動脈硬化、その他多くの疾病の発生に関係している有害物質で

すが、フラボノイドなどのポリフェノールやビタミンなどの抗酸化物質（ダイオキシン類の毒

8
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性を抑制する物質）を多く含む野菜や果物などを食べることにより、活性酸素が中和されるこ

とがわかっています(5-8)。

�表５のように野菜や果物などには、ポリフェノールのように、この酸化ストレスを抑制してく

れる成分を含んでいるものがたくさんあります。野菜をふんだんに取り入れた食事が油症の酸

化ストレス防止にも有効だと考えられます。

�野菜や果物を沢山食べることはガン予防にも有効とされています(9,10)。厚生労働省では、健康

増進のため成人１日あたり野菜摂取量について平均350ｇ以上を目標とする、と定めています。

�野菜は生よりも加熱したほうがよいことが報告されています。生の植物細胞は人の消化液では

壊れにくいのですが、加熱すると壊れて有効成分が煮汁に出てくるので、有効成分の利用効率

が高くなるからです(11)。ポリフェノールは比較的熱に強いですが水溶性なので、煮汁ごと摂

取できるような調理法を工夫すると良いでしょう。赤ワイン、ビールにもポリフェノールが多

く含まれていますが、過度の飲酒は禁物です。

�どれか一つの食品ばかりを摂取するのではなく、バランスのとれた食生活が重要です。また、

心身の疲労をためこまない、十分な睡眠をとるなど、体調に合わせた日々の健康管理が重要で

す。

■ 油症に関する情報について詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

http://www.kyudai-derm.org/part/yusho/index.html
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表５．ダイオキシン類の毒性を抑制する可能性がある食物とその成分

野菜

ト マ ト

セ ロ リ

ピ ー マ ン

シュンギク

レ タ ス

ニ ン ジ ン

タ マ ネ ギ

ブロッコリー

カ ボ チ ャ

ニ ラ

ダ イ コ ン

ホウレンソウ

ハ ク サ イ

ナリンゲニン､ケルセチン､ケンフェロール

アピゲニン､ルテオリン

アピゲニン､ルテオリン

ルテオリン､ケンフェロール

ルテオリン､ケルセチン､ケンフェロール

ルテオリン

ケルセチン､ケンフェロール

ケルセチン､ケンフェロール

ケルセチン

ケンフェロール

ケンフェロール

ケンフェロール

ケンフェロール 豆・雑穀

大 豆

ピーナッツ

ソ バ

ダイゼイン､ゲニステイン

ルテオリン､レスベラトロール

ケルセチン

果物

レ モ ン

ミ カ ン

リ ン ゴ

イ チ ゴ

ブ ド ウ

ヘスペレチン

ヘスペレチン

ルテオリン､ケルセチン

ケルセチン

ケルセチン､ミリセチン

香辛料・ハーブ

パ セ リ

パ プ リ カ

シ ソ

ミ ン ト

ローズマリー

シ ョ ウ ガ

ウ コ ン

コ シ ョ ウ

トウガラシ

タチアワユキ
センダングサ

アピゲニン､ルテオリン

ヘスペレチン

ルテオリン

ルテオリン

ルテオリン

クルクミン

クルクミン

ピペリン

ケルセチン

成分不明（学名：ビデンス・ピローサ）

嗜好品など

茶

赤 ワ イ ン

ビ ー ル

ケルセチン、クロロフィル

レスベラトロール

ケルセチン､ケンフェロール
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カネミ油症に関する医療費について

カネミ油症の認定を受けた患者さんの医療費については、各種健康保険の利用をしたうえ、本

人負担部分がある場合、カネミ倉庫（株）が支払うことになっています。

具体的には、患者さんが領収書を添えてカネミ倉庫に医療費を請求することで、後日、償還払

いを受けることができるようになっています。

さらに、患者さんが医療機関窓口で支払いを要することなく医療を受けることができるよう、

カネミ倉庫（株）が以下のような「油症患者受療券（以下、「受療券」という）」を、患者さんに

発行しています。受療券を医療機関窓口に提示いただければ、医療機関がカネミ倉庫株式会社に

対して直接、カネミ油症患者の本人負担分を請求する仕組みです。

※受療券が利用できるのは、カネミ倉庫（株）と予め合意をした医療機関となります。

厚生労働省HP 油症患者受療券を使うことのできる医療機関一覧（カネミ倉庫（株）作成）

URL：http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139996.html#jyuryoken

医療費のお支払いに関してご不明の点等がありましたら、カネミ倉庫（株）（連絡先：093-561-5336）

までお問い合わせください。

12

参考

＜油症患者受療券の見本＞
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13

メ モ 欄（ご自由にお使いください。）
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油症相談窓口

九州大学病院油症ダイオキシン研究診療センター

〒812-8582 福岡市東区馬出3-1-1

九州大学病院ウエストウイング５階

TEL：092-642-5211, 5212, 5213

FAX：092-642-5201

油症に関する情報ウェブサイト

全国油症治療研究班
http://www.kyudai-derm.org/part/yusho/index.html

油症ダイオキシン研究診療センター
http://www.yusho.hosp.kyushu-u.ac.jp/

厚 生 労 働 省
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kenkoukiki/kanemi/

2019年６月第４版

〈本パンフレットは、厚生労働科学研究費補助金により作成されました〉
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令和２年度 生活衛生・食品安全関係予算案の概要 
令 和 元 年 １ ２ 月 

厚生労働省医薬・生活衛生局（生活衛生・食品安全部門）  

 

 
 
１．食の安全・安心の確保など    

１５４億円（１４７億円） 
※他省及び他局計上分を含む 

 
（１）残留農薬・食品添加物等の規格基準策定の推進【一部新規】 

１５億円（１３億円） 
 

残留農薬・食品添加物等の規格基準の策定を計画的に進める。特に、欧米等の基準

との整合性を考慮し、ポジティブリスト制度（※）を導入する食品用器具・容器包装

の安全性の確認及び規格基準の策定を推進する。 

 

※ ポジティブリスト制度：原則使用を禁止した上で、使用を認める物質をリスト化するもの 

 

 

（２）HACCP の制度化などによる的確な監視・指導対策の推進等【一部新規】  

５６０百万円（６０５百万円） 

※他省計上分を含む 
 

平成 30 年改正食品衛生法により、全ての食品等事業者に対し HACCP（※）に沿

った衛生管理が制度化されるため、業種別手引書等による HACCP 導入支援及び相談

支援を行う。 

また、食品等事業者による営業許可申請等の行政手続コストの削減、食品リコール

情報の一元管理等の観点から、引き続き電子申請等の共通基盤システム整備を進める。 

 

※ HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point）：食品の製造・加工工程で発生

するおそれのある微生物汚染等の危害をあらかじめ分析し、特に重要な対策のポイントを重要

管理点として定めた上で、これを連続的に監視することにより製品の安全を確保する衛生管理

の手法 
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（３）検疫所における水際対策等の推進     １２０億円（１１６億円） 

 

① 観光立国推進に対応した検疫機能の強化【一部新規】 

１２０億円の内数（１１６億円の内数） 
 

「観光立国推進計画」及び「明日の日本を支える観光ビジョン」（訪日外国人旅行

者を 2020 年に 4,000 万人、2030 年に 6,000 万人とするなどの目標）や 2020

年東京オリンピック・パラリンピックの開催を踏まえ、国際的に脅威となる感染症の

水際対策に必要な検疫機能の強化を図るため、人員の確保や多言語翻訳タブレット等

の体制整備を行う。 

 

② 輸入食品の適切な監視指導を徹底するための体制強化 

１２０億円の内数（１１６億円の内数） 
 

経済連携協定の進展等に伴い、今後も海外からの輸入食品の増加が見込まれること

を踏まえ、食の安全・安心を守るため、輸入食品監視指導計画に基づき、輸入食品の

適切な監視指導を徹底するための体制強化を図る。 

 

 

（４）食品安全に関するリスクコミュニケーションの実施等  

１４億円（１２億円） 
 

① 食品に関する情報提供や意見交換（リスクコミュニケーション）の推進 

９百万円（９百万円） 
 

食品安全に対する消費者の意識の高まりなどに対応するため、食品安全基本法や食

品衛生法に基づき、消費者等への積極的な情報提供や双方向の意見交換を行う。 

 

② 食品の安全の確保に資する研究の推進       ９４２百万円（７８７百万円） 
 

国民の健康へ直接的に影響を及ぼす食品の安全に関して、平成 30 年の食品衛生法

改正、食品の輸出入の拡大、新たな食品生産・加工技術の進展等を背景として、科学

的根拠に基づいて適切に施策を推進するために必要な研究を行う。 

 

③ カネミ油症患者に対する健康実態調査等の実施   ４２７百万円（４２７百万円） 
 

カネミ油症患者に対する総合的な支援施策の一環として、ダイオキシン類を直接経

口摂取したことによる健康被害という特殊性を踏まえ、患者の健康実態調査を実施し、

健康調査支援金の支給等を行う。また、健康実態調査等の支援施策を円滑に実施する

ため、患者情報の管理及び記録を標準化する基盤整備を進める。 
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（５）食品衛生法改正事項の円滑な実施【一部新規】（再掲） 

６７７百万円（６６３百万円） 

※他省計上分を含む 
 

HACCP に沿った衛生管理の推進、営業許可制度の見直し、食品用器具・容器包装

のポジティブリスト化などの平成 30 年食品衛生法改正事項を円滑に実施する。 

 

（６）農林水産物・食品の輸出拡大に向けた対応【一部新規】（再掲） 

１２７百万円（２６百万円） 

※他局計上分を含む 
 

令和元年 11 月に成立した農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に基づき、

政府一体となって更なる輸出拡大を図るため、輸出施設認定や証明書発行の迅速化等

に取り組む。 

 

 

２．強靱・安全・持続可能な水道の構築 
６１１億円（６５５億円） 

※他府省計上分、臨時・特別の措置分

及び災害復旧費等を含む 
 

国民生活を支えるライフラインである水道について、水道施設の強靱化・広域化を

図り、安全で良質な給水を確保するための施設整備や、非常用自家発電設備の整備を

はじめ、土砂災害・浸水災害の対策のための施設整備、水道事業の IoT 活用等を進め

る。 

 

 

３．生活衛生関係営業の活性化や振興など 
５２億円（５０億円） 

 
生活衛生関係営業における生産性向上を推進するため、生産性向上ガイドライン・

マニュアルの更なる普及・定着とそれを活用した個別相談等や、最低賃金の引上げの

影響が大きい生活衛生関係営業者に対する収益力向上に関するセミナー等を実施する

とともに、業の振興や発展を図るための組織基盤の強化を通じた衛生水準の確保・向

上、相談支援体制の強化等を行う。 
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４．復興関連施策（復興庁計上）  
 

・食品中の放射性物質対策の推進      ９８百万円（１９８百万円） 
 

食品中の放射性物質の安全対策を推進するため、食品中の放射性物質の摂取量等の

調査や流通段階での買上調査を実施するなどの取組を行う。 

 

 

・水道施設の災害復旧に対する支援        ８１億円（９０億円） 
 

東日本大震災で被災した水道施設のうち、各自治体の復興計画で、令和２年度に実

施する施設の復旧に必要な経費について、財政支援を行う。 

 

 

・被災した生活衛生関係営業者への支援   ４２３百万円（３２９百万円） 
 

株式会社日本政策金融公庫が東日本大震災復興特別貸付等の融資を行うために必要

な財政支援を行う。 
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（単位：百万円）

令和元年度 令和２年度 対 前 年 度 対 前 年 度

事　　　　　　　　項 当初予算額 予 算 （ 案 ） 増 △ 減 額 比 率

（Ａ） （Ｂ） （Ｂ）－（A） （Ｂ）／（A）

< 1,343 > < 1,524 > < 181 > 113.5%

1,343 1,524 181 113.5%

< 1,028 > < 1,044 > < 16 > 101.6%

1,028 1,044 16 101.6%

< 230 > < 362 > < 132 > 157.4%

230 362 132 157.4%

< 40 > < 40 > < 0 > 100.0%

40 40 0 100.0%

< 46 > < 79 > < 33 > 171.7%

46 79 33 171.7%

< 605 > < 560 > < △ 45 > 92.6%

582 337 △ 245 57.9%

< 151 > < 219 > < 68 > 145.0%

138 209 71 151.4%

< 454 > < 341 > < △ 113 > 75.1%

444 128 △ 316 28.8%

< 11,559 > < 11,970 > < 411 > 103.6%

11,559 11,970 411 103.6%

< 11,559 > < 11,970 > < 411 > 103.6%

11,559 11,970 411 103.6%

< 11,559 > < 11,970 > < 411 > 103.6%

11,559 11,970 411 103.6%

< 1,223 > < 1,378 > < 155 > 112.7%

436 436 0 100.0%

< 9 > < 9 > < 0 > 100.0%

9 9 0 100.0%

< 787 > < 942 > < 155 > 119.7%

0 0 0 －

< 427 > < 427 > < 0 > 100.0%

427 427 0 100.0%

< 663 > < 677 > < 14 > 102.1%

663 477 △ 186 71.9%

< 26 > < 127 > < 101 > 488.5%

26 75 49 288.5%

< 14,730 > < 15,433 > < 703 > 104.8%

［ 7,633 ］ ［ 7,903 ］ ［ 270 ］ 103.5%

13,920 14,267 347 102.5%

＜東日本大震災復興特別会計＞ （単位：百万円）

食品中の放射性物質対策の推進 198 98 △ 100 49.5%

注　①．計数は、それぞれ四捨五入しているので、端数において合計と一致しない場合がある。

　　②．上段＜　　＞は他省及び他局計上分を含む。

合計（一般会計）

　　③．３には検疫所の人件費を含んでおり、合計欄の［　　　］は検疫所の人件費分。

　（１）食品に関する情報提供や意見交換（リスクコミュニケーション）の
　（１）推進

　（２）食品の安全の確保に資する研究の推進

　（３）カネミ油症患者に対する健康実態調査等の実施

５　食品衛生法改正事項の円滑な実施（再掲）

６　農林水産物・食品の輸出拡大に向けた対応（再掲）

４　食品安全に関するリスクコミュニケーションの実施等

　（３）食品汚染物質に係る安全確保対策の推進

　（４）健康食品の安全確保対策の推進

２　HACCPの制度化などによる的確な監視・指導対策の推進等

　（１）食中毒その他国内の監視指導対策の徹底

　（２）輸出促進も視野に入れた事業者の衛生管理対策の推進

３　検疫所における水際対策等の推進

　（１）観光立国推進に対応した検疫機能の強化

　（２）輸入食品の適切な監視指導を徹底するための体制強化

　（２）食品用器具・容器包装などの安全確保対策の推進

令和２年度　生活衛生・食品安全関係予算案総括表
１．食の安全・安心の確保など

１　残留農薬・食品添加物等の規格基準策定の推進

　（１）残留農薬・食品添加物等の規格基準策定の推進
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（単位：百万円）

<  65,489> <  61,054>

55,701 50,318 △ 5,383 90.3%

<  65,392> <  60,958>

１．施設整備費等（※） 55,604 50,222 △ 5,382 90.3% 臨時・特別の措置分を含む

<  21,749> <  18,749>

　（１）水道施設整備費補助 11,964 8,016 △ 3,948 67.0%

<  53> <  53>

　（２）指導監督事務費 50 50 0 100.0% ・指導監督事務費

　（３）補助率差額 1 1 0 100.0% ・北方領土隣接地域振興等事業補助率差額

　（４）災害復旧費（東日本大震災を除く） 356 356 0 100.0% ・水道施設災害復旧事業

　（５）調査費 33 33 0 100.0% ・水道施設整備事業調査費等

　（６）生活基盤施設耐震化等交付金 43,200 41,766 △ 1,434 96.7% ・生活基盤施設耐震化等交付金

２．水道安全対策等 97 96 △ 1 99.0% １．水道水源水質対策の推進 9

２．新水道ビジョンの推進 42

水道インフラシステム輸出拡大推進事業 18

水道水質管理向上対策費 3

官民連携等基盤強化支援事業費 10

水道の基盤強化方策推進費 5

水道施設強靱化推進事業 6

３．水質管理等強化の推進 14

　

４．給水装置対策の推進 16

　 ５．災害時の初動対応の強化 3

６．その他（国際分担金など） 12

（※）上段<    >は他省庁計上分を含む。

（単位：百万円）

水道施設の災害復旧に対する支援 8,996 8,099 △ 897 90.0% 　復興庁一括計上

・水道施設災害復旧事業 8,099

対前年度
比　　　率

備　　　　　　考

強靱・安全・持続可能な水道の構築

＜東日本大震災復興特別会計＞

事　　　　　項
令和元年度
当初予算額

令和２年度
予算（案）

対前年度
増△減額

２．強靱・安全・持続可能な水道の構築

事　　　　　項
令和元年度
当初予算額

令和２年度
予算（案）

対前年度
増△減額

対前年度
比　　　率

備　　　　　　考
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（単位：百万円）

令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度 対 前 年 度 対 前 年 度

事　　　　　　　　項 当 初 予 算 額 予 算 （ 案 ） 増 △ 減 額 比 率 備　　　　　　　　考

（Ａ） （Ｂ） （Ｂ）－（A） （Ｂ）／（A）

生活衛生関係営業の活性化や振興など 4,964 5,193 229.178 104.6%

１　生活衛生金融対策費 3,634 3,829 195.178 105.4% 株式会社日本政策金融公庫補給金

〔貸付計画額： 1,150億円〕

２　生活衛生関係営業行政経費 1,328 1,363 35 102.6%

　（１）　生活衛生等関係費 155 184 29 118.7%

　　ア　生活衛生関係営業振興等対策費 148 138 △ 10 93.2%
生活衛生関係営業における生産性向上
推進事業129百万円

　　イ　建築物環境衛生管理対策費 7 46 39 657.1%
ビルクリーニング分野における外国人材受
入関係予算　39百万円

　（２）　生活衛生営業対策費 1,173 1,179 6 100.5%

　　ア　生活衛生関係営業対策事業費
　　　　 補助金

1,155 1,156 1 100.1%
生活衛生関係営業収益力向上事業
80百万円

　　　（全国指導センター、都道府県、
　　　　連合会・組合）

　　イ　ビルクリーニング業における外国
　　　　人材確保事業

18 15 △ 3 83.3%

　　ウ　ビルクリーニング分野技能習得支援
　　　　事業費補助金

0 8 8 -

３　医師等国家試験費 1 1 0 100.0%

　（１）　建築物環境衛生管理技術者
　　　 　国家試験費

1 1 0 100.0%

＜東日本大震災復興特別会計＞ （単位：百万円）

被災した生活衛生関係営業者への支援 329 423 94 128.6%

　（復興庁計上）

　　株式会社日本政策金融公庫出資金 329 423 94 128.6%

３．生活衛生関係営業の活性化や振興など
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油症患者診定委員会について 

 
第 14 回三者協議においてご質問がありました、油症患者診定委員会の

運営状況等については、以下のとおりです。 
 

○ 油症患者診定委員会は、各都道府県知事がカネミ油症患者の認定を
行う際に、医学的見地から患者の診定を依頼するための会議体です。 

○ 油症患者診定員会は、全国油症治療研究班・追跡調査班の下に設
置されており、同班長（九州大学大学院医学研究院皮膚科学分野 
古江増隆教授）が選任した、医学に関して学識経験を有する者（委
員）で構成されています。 

○ 油症患者診定委員会は、平成 14 年から運営を開始しており、現在全
ての都道府県が同委員会に対し診定を依頼していると承知しています。 

 
（参考：別添資料） 

「既認定患者の同居家族を対象とした油症患者診定委員会及び油症患
者診定委員会の開催について」（平成 24 年 12 月 6 日付け事務連絡） 
※油症患者診定委員会の現行の運営関係規程を含む 
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事 務 連 絡 

平成２４年１２月６日 

 

 

各都道府県市カネミ油症ご担当者殿 

 

厚生労働省医薬食品局食品安全部  

企画情報課指導係 

 

 

既認定患者の同居家族を対象とした油症患者診定委員会及び 

油症患者診定委員会の開催について 

 

 

 

 標記について、別添のとおり厚生労働科学研究費補助金食品の安全確保推進

事業「食品を介したダイオキシン類等の人体への影響の把握とその治療法の開

発等に関する研究」古江増隆研究代表者より報告がございましたので、情報提

供致します。 

 

 

 

 

照会先              

 医薬食品局食品安全部企画情報課 

   指導係長 萩森（内線 2492） 

 TEL：03-5253-1111（代表） 

 FAX：03-3503-7965     
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平成２４年１２月６日 

 

全国油症治療研究班・追跡調査班 

           行政担当御中 

 

 

厚生労働科学研究費補助金 食品の安全確保推進研究事業  

「食品を介したダイオキシン類等の人体への影響の把握と 

その治療法の開発等に関する研究」研究代表者 

古江 増隆 

 

 

既認定患者の同居家族を対象とした 

油症患者診定委員会について 

 

 平成２４年８月２９日に「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法

律」が成立したことに伴い、厚生労働省より油症治療研究班へ診断基準の見直しについ

ての依頼*があり、平成２４年１２月３日に回答いたしました。 

 依頼の内容は「カネミ油症事件が発生した当時の同居家族でポリ塩化ビフェニル等が

混入した食用油の摂取等を原因とする健康被害を受けた者が、家族内で認定結果が分か

れることのないよう、診断基準を拡大する方向で検討するよう要請する」とのことでし

た。 

 しかし、これまでに得られている医学的な知見に基づいて診断基準を見直す（改訂す

る）ことは困難と判断し、要請に応えるためには、同居家族でありながら認定が分かれ

ているとの特別な事情を考慮して、油症患者としてみなすことが適当と判断したことを

回答いたしました。したがって、従来の油症診断基準に同居家族の条件を追補すること

で要請に応えることになりました。 

 なお、油症診断基準に組み込まれた以上、油症検診受診による診定と同様、同居家族

についても診定を行う必要があることから、都府県市独自での油症認定審査会等の開催

が困難な場合は、全国油症治療研究班・追跡調査班において、油症患者診定委員会を開

催することといたしますのでお知らせいたします。 

 

*平成２４年８月３０日付事務連絡「油症診断基準の見直しについて（依頼）」及び、

平成２４年１１月３０日付食安企発1130第1号「油症診断基準の見直しについて（依頼）」 
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平成２４年１２月６日 

全国油症治療研究班・追跡調査班 

           行政担当御中 

 

全国油症治療研究班・追跡調査班班長 

九州大学大学院医学研究院皮膚科学分野 

教授 古江 増隆 

 

 

油症患者診定委員会の開催について 

 

 

 本年度から、患者（同居家族）の認定を行うこととなり、従来の油症検診受診による認

定審査に加えて、新たに油症の認定を希望される方の増加と、その認定に関する業務の発

生が予測されます。 

 これに伴い、患者（同居家族）の認定について、全国油症治療研究班・追跡調査班が行

う油症患者診定委員会に諮問いただく場合の取り扱いについては、別紙の通りとしますの

で、よろしくお願いいたします。 

 また、油症患者認定審査要綱を別添１に、認定の流れを別添２に添付いたしますので、

業務の参考としていただきますようお願いいたします。 
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別紙    

既認定患者の同居家族の条件による診定について 

 

１．診定委員会における審査に必要な資料 

  【提出資料】 

   ①知事からの依頼状 

   ②油症患者診定対象者一覧 ＜既認定患者の同居家族用＞：とりまとめ様式（様式有） 

 

  ※②は、下記○の資料をもとに作成すること。（下記○は診定委員会への提出は不要） 

  ○ 事件当時の摂食状況 

  ○ 現在の心身の症状 

  ○ 既認定患者との事件当時の同居の確認結果及び確認方法 

  ○ 「カネミ油症摂取状況調査票（疫学調査）」（参考） 

 

２．送付先・問い合わせ先 

〒８１２－８５８２ 福岡県福岡市東区馬出３丁目１番１号 

          九州大学医学部皮膚科教室 

          全国油症治療研究班事務局 

             研究班長 古江 増隆 教授 

             事務局長 里村 暁子 医師 

               電話  ０９２－６４２－５５８２ 

               ＦＡＸ ０９２－６４２－５６００ 

 

３．提出資料の送付期限 

   （平成２５年 １月１１日・・・油症検診受診による診定の場合） 

    平成２５年 1 月３１日・・・同居家族の条件での診定の場合 

 

 上記は、平成２５年２月８日（金）に全国油症治療研究班・追跡調査班が行う診定

委員会への送付期限です。 

 同居家族の条件での診定については、やむを得ず上記の送付期限を越えた場合、自

治体が３月上旬までに同様にとりまとめて提出する場合に限り、年度内に別途審査を

行う予定です。 

 

 

   ※とりまとめ様式等、詳細は改めて全国油症治療研究班よりご連絡します。 
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別添１ 

全国油症治療研究班・追跡調査班 

油症患者認定審査要綱 

 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、カネミライスオイルによる油症被害者の検診結果に基づいて、油症

患者を認定し、油症被害者対策の推進を図るものである。 

（定義） 

第２条  この要綱において「油症検診」とは、カネミライスオイルを摂取したことによ

り身体に異常を訴える者を対象とした行政機関の行う検診又は知事が指定する医

療機関（以下「医療機関」という。）の行う検診をいう。 

 

  ２  この要綱において「診定」とは、前項の検診項目を専門科目ごとに審査し、総

合的に判断することをいう。 

 

  ３  この要綱において「油症患者診定委員会」とは、前項の専門科目ごとに審査し、

総合的に判断するための会議のことをいう。 

 

  ４  この要綱において「認定」とは、知事が油症患者と認め、油症患者名簿に登録

することをいう。 

 

（専門委員及び油症患者診定専門委員会） 

第３条  全国油症治療研究班・追跡調査班班長は、医学に関して学識経験を有する者か

ら油症患者診定委員（以下「委員」）を選任し、全国油症治療研究班・追跡調査班

の下に、油症患者診定委員会を設置する。 

 

  ２  油症患者診定委員会は、各都府県知事の依頼を受けた場合は、油症の認定に必

要な医学的見地から診定を行う。 

 

（診定） 

第４条  検診をした行政機関又は医療機関は受診者ごとに検診内容に意見を付した資料

を知事に提出しなければならない。 

 

  ２  知事は、油症患者認定審査委員会に対し、診定について諮問することができる。

その際、前項の資料がある場合は、これを付するものとする。 
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  ３  委員は、診定のために必要があると認めるときには、関係者から意見、説明又

は必要な資料の提出を求めることができる。 

 

  ４  油症患者診定委員会は、油症治療研究班の油症診断基準に基づいて診定を行い、

その結果を、依頼を受けた知事に報告しなければならない。 

 

（認定） 

第５条  知事は、前条第４項の報告に基づき、その必要があると認めるときは、認定を

行うものとする。 

 

  ２  知事は、認定の結果について、油症患者診定委員会、検診者及び受診者又は申

請者に通知するものとする。 

 

（補足） 

第６条  この要綱に定めるものの外、必要な事項は別に定める。 

 

 

附則  

 

 この要綱は、平成２４年１２月６日から施行する。 
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別添２ 

 

全国油症治療研究班・追跡調査班 

カネミ油症の認定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           諮問               諮問 

 

 

 

 

                              

 

              結果の報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*油症診断基準 2012 年 12 月 3 日付追補により認定患者とみなされた者を除く。 

 

平成２４年１２月６日現在 

 

未認定患者 認定患者*の 

事件当時の同居家族 

カネミ油症検診 

都道府県知事 

申請書類 

都道府県知事 

全国油症治療研究班・追跡調査班 

油症患者診定委員会 

都道府県知事 

患者の認定 

結果の通知 
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食安企発 0628第 1号 
社援保発 0628第 1号 
平成 25年 6月 28日 

 
  都道府県 

各 指定都市             殿 

  中 核 市 

 

 

厚 生 労 働 省 医 薬 食 品 局  

食品安全部企画情報課長 

（公  印  省  略）  

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局  

保 護 課 長 

（公  印  省  略）  

 

カネミ油症患者に対する健康調査支援金等の生活保護制度上の取扱いについて 

 

 平成 24 年 9 月に施行された「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に

関する法律」及び同法に基づき平成 24 年 11 月に告示された「カネミ油症患者

に関する施策の推進に関する基本的な指針」に基づき、本年度より、カネミ油

症患者（カネミ油症事件において健康被害を受けた者として、同法第 2 条第 3

項に規定するものをいう。）に対して、健康調査支援金（年額 19 万円）が支給

されることとなりました。これは、患者に対する健康実態調査を円滑に実施し、

カネミ油症患者の生活の質の維持向上を図ること、ひいてはカネミ油症患者の

健康被害の回復に資することを目的としており、カネミ油症健康実態調査に協

力した場合に支給されるものです。 

 

また、同法及び同指針を踏まえ、国による支援の下で、過去の訴訟上の和解

等に基づく一時金の残余等（年額 5 万円程度）が原因事業者であるカネミ倉庫

株式会社よりカネミ油症患者に支払われることとなりました。 

 

 健康調査支援金及び一時金の残余等（以下「健康調査支援金等」という。）に

ついては、「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和 36 年 4 月 1 日厚

生事務次官通知）第８の３の（３）のオ「災害等によって損害を受けたことに

より臨時的に受ける補償金、保険金又は見舞金」に該当するものです。 

 

このため、保護の実施機関の事前承認があるものであって「当該被保護世帯

の自立更生のためにあてられる額」は、生活保護法による収入認定から除外さ

衛生主管部（局）長 

民生主管部（局）長 
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れることとなります。「自立更生のためにあてられる額」としては、カネミ油症

患者は、日々の生活において一般的な程度以上に健康状態の維持管理に配慮を

要していることから、例えば、 

① 鍼灸やマッサージの通院など保健医療関連の支出（医療扶助で支給する 

必要があるものを除く） 

② 健康上の理由から身体的な負担を極力軽減するための家庭用耐久消費財、 

寝具類、家事雑貨の支出 

③ 健康上の理由から身体的な負担を極力軽減するために、通常よりも支出を

要すると考えられる交通費、通信費、家事サービスの支出 

などが該当するものと考えられますが、個別の認定に当たっては、厚生労働省

社会・援護局保護課に情報提供をお願いします。 

 

 生活保護における収入認定にあたっては、健康調査支援金等について上記を

踏まえた取扱いとなるよう、貴管内市区町村及び関係機関あて周知をお願いし

ます。 

156



同 意 書 

 

 

厚生労働大臣 殿 

 

 

 私は、厚生労働省が管理・運営する、油症患者健康実態調査対象者等情報登録システム（以下

「システム」という。）への情報の登録及びシステムによる情報の連携について、書面で説明を受

けました。 

 

 

☐ １．情報登録及び情報連携の目的について 

☐ ２．都道府県、全国油症治療研究班及びカネミ倉庫株式会社から、システムへの情報の登録

について 

☐ ３．情報登録の対象について 

☐ ４．登録された情報の利用について 

☐ ５．個人情報の取扱い及び保護について 

☐ ６．情報登録及び情報連携による利益及び予想される負担・不利益について 

☐ ７．同意の撤回について 

☐ ８．登録情報の開示の請求について 

 

 

以上の説明をすべて理解した上で、システムへの情報の登録及び本システムによる情報連携

を行うことについて同意します。 

 

 

令和   年  月  日 

 

 

（       ）氏名                           

 

 

※代理人による同意の場合は、代理人が以下に署名してください。 

 

（代理人署名）氏名                           

  

↓説明内容を確認した上で、それぞれに☑（チェック）してください。 

本人署名 
又は 

記名押印 
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＜同意に関するご説明＞ 

 
油症患者健康実態調査対象者等情報登録システムへの情報登録及び同システムに
よる情報連携に関する説明 
 
 

この文書は、あなたに油症患者健康実態調査対象者等情報登録システム（以下「システム」
という。）の内容を正しく理解していただき、あなたの意思に基づいて、システムへの情報
の登録及びシステムによる情報の連携を実施するかどうか判断していただくためのもので
す。以下の内容を十分にご理解いただいた上で、情報の登録及び連携を実施するかどうかを
決めてください。 
 
１．情報登録及び情報連携の目的について 
  国は、カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律（平成 24 年法律第 82

号。以下「法」という。）第８条に基づき策定したカネミ油症患者に関する施策の推進に
関する基本的な指針（平成 24 年厚生労働省・農林水産省告示第２号）に沿って、毎年度
カネミ油症患者の健康状態を把握するため、健康実態調査を実施し、協力者に対する健康
調査支援金の支給を行っています。本調査にできる限り多くの患者さんにご協力をいただ
くためには、患者さんへのご案内の送付に必要な情報を、正確に記録・保存する必要があ
ります。また、法第 10 条に基づく治療等に関する調査及び研究の促進の一環として実施
されている、全国油症治療研究班による油症検診や法第６条にカネミ倉庫の責務として示
されている医療費の支払い等の実施に当たっても、正確な情報に基づき対象者の方へのご
案内の送付が必要になります。 

  このため、都道府県、全国油症治療研究班、カネミ倉庫株式会社が現在別々に管理する
こととなっている、これらの施策の対象者の方の情報について、厚生労働省が整備するシ
ステムに登録し集約することで、常に最新の共通の情報を都道府県、全国油症治療研究班、
カネミ倉庫株式会社が利用して、支援施策を実施できるようにすることが、情報登録及び
情報連携の目的です。 

 
２．都道府県、全国油症治療研究班及びカネミ倉庫株式会社から、システムへの情報の登録

について 
「３．情報登録の対象について」で示す、あなたの情報について、都道府県、全国油症

治療研究班及びカネミ倉庫株式会社から提供を受け、厚生労働省が整備するシステムに
登録をさせていただきます。今回登録する情報の内容の変更（更新）が必要となる情報を、
都道府県、全国油症治療研究班及びカネミ倉庫株式会社が、今後新たに取得した場合も、
同様に情報の登録（更新）をさせていただきます。なお、その場合、登録（更新）される
前の情報も、削除することなくシステム上で保管します。 
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＜同意に関するご説明＞ 

３．情報登録の対象について 
 （１）登録の対象者について 
   情報登録の対象となる方は、以下の方に限られます。これ以外の方の情報がシステム

に登録されることはありません。 
 
   ・厚生労働省（厚生労働省から委託を受けて調査を実施する都道府県を含む）が実 

施する油症患者健康実態調査の対象者 
   ・全国油症治療研究班（全国油症治療研究班から委託を受けて検診を実施する都道 

府県を含む）が実施する油症検診をはじめとする油症治療研究の対象者 
   ・カネミ倉庫株式会社が実施する医療費及び一時金の支払いの対象者 
 
 （２）登録の対象となる情報について 
   情報登録の対象となる項目は、以下のものに限られます。これ以外の項目がシステム

に登録されることはありません。 
 

・氏名 
・性別 
・生年月日 
・死亡年月日 
・住所 
・認定年月日 
・認定自治体 
・認定区分（同居家族認定の有無） 
・連絡方法（電話番号、メールアドレス、代理人連絡先、連絡時の留意事項（例：

連絡してほしくない相手方）などあなたへのご連絡にのみ必要な事項） 
・油症患者健康実態調査の回答状況 
・油症検診の受診状況 
・その他、あなたへのご連絡にのみ必要な事項 

    
４．登録された情報の提供について 

（１）提供先と提供先での利用目的 
   登録された情報を提供（情報連携）する先と提供先での利用目的は、以下の内容に限

られます。これ以外の者に提供したり、提供先でこれ以外の目的で利用したりすること
はありません。 

 
   ・厚生労働省（厚生労働省から委託を受けて調査を実施する都道府県を含む）が油 

症患者健康実態調査の実施を目的に利用する場合 
・全国油症治療研究班（全国油症治療研究班から委託を受けて検診を実施する都道 

府県を含む）が油症検診をはじめとする臨床研究の実施を目的に利用する場合 
   ・カネミ倉庫株式会社が医療費及び一時金の支払いを目的に利用する場合 
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＜同意に関するご説明＞ 

（２）提供の方法 
  登録された情報は、システムを通じて、都道府県、全国油症治療研究班及びカネミ倉

庫株式会社が閲覧等をすることにより提供（情報連携）されます。 
 

 （３）提供の対象となる情報について 
   提供（情報連携）の対象となる情報の項目は、以下のものに限られます。これ以外の

項目が利用されることはありません。また、提供の範囲は、（１）に示す提供先での利
用目的に必要な範囲に限定されます。（例：油症患者健康実態調査の回答状況は、医療
費及び一時金の支払いには必要ないため、カネミ倉庫株式会社には提供されません。） 

 
・氏名 
・性別 
・生年月日 
・死亡年月日 
・住所 
・認定年月日 
・認定自治体 
・認定区分（同居家族認定の有無） 
・連絡方法（電話番号、メールアドレス、代理人連絡先、連絡時の留意事項（例：

連絡してほしくない相手方）などあなたへのご連絡にのみ必要な事項） 
・油症患者健康実態調査の回答状況 
・油症検診の受診状況 
・その他、あなたへのご連絡にのみ必要な事項 

 
５．個人情報の取扱い及び保護について 
  登録されたあなたの情報については、個人情報に関する各種の法令及び規程を遵守し、

適切に取扱います。また、情報の保護を徹底するため、システムの運用に当たっては以下
の措置を講じます。なお、システムの運用保守業務を委託する事業者との間では、守秘義
務を含む契約を締結し、不適正な取扱いが行われないよう、厚生労働省がこれを監督しま
す。 
 
（１）安全な通信環境の確保 

   都道府県との間は原則として、通常のインターネットとは切り離された安全性の高い、
国及び自治体間を結ぶ専用のネットワークであるＬＧＷＡＮ（総合行政ネットワーク）
を通じて通信を行います。また、厚生労働省もＬＧＷＡＮと接続している、厚生労働省
統合ネットワークを通じて通信を行います。これらの通信は、全て閉鎖された通信であ
り、外部からのアクセスは不可能となっています。 

   全国油症治療研究班、カネミ倉庫株式会社等のその他の利用者との間も、国のセキュ
リティ要件に適合した、暗号化された通信方式（ＩＰ－Ｓｅｃ ＶＰＮ）を使用して通
信を行います。 
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＜同意に関するご説明＞ 

（２）不適切な操作の排除 
   情報の流出が生じないよう、本システムから利用者が情報を直接持ち出すことはでき

ません。また、不必要な外部機器の接続も禁止します。 
   誤った操作による情報の削除が行われないよう、重要な操作については、システムが

事前に注意表示を行い利用者に確認を促します。 
 

（３）バックアップの徹底 
   登録された情報はすべて、システム上で毎日バックアップを実施します。 
   万一、システムに障害が発生した場合も、バックアップデータを使用し、速やかに情

報を復元します。 
 
６．情報登録及び情報連携による利益及び予想される負担・不利益について 
  情報登録及び情報連携を実施した場合、あなたに対し、常に最新の情報で、油症患者健

康実態調査、油症治療研究並びに医療費及び一時金の支払いの案内を正確に送付すること
ができるようになります。システムの運用に関し、あなたに負担や不利益を求めることは
ありません。 

 
７．同意の撤回について 
  この同意は、あなたの自由な意思でいつでも撤回することができます。同意の撤回の意

思表示は、あなたに対する健康実態調査を実施する都道府県を通じて厚生労働大臣に対し
て行ってください。（撤回の意思表示は口頭でも可能です。なお、システムに登録されて
いるあなたの情報を特定するために必要な情報の提供を求める場合があります。） 

同意の撤回を受けて、厚生労働省はシステムに登録されているあなたの情報を速やかに
削除します。なお、削除に当たっては、都道府県（認定を行った都道府県、居住地の都道
府県及びあなたに対する健康実態調査を実施する都道府県に限る）、全国油症治療研究班
及びカネミ倉庫株式会社に、撤回があった旨を通知します。 

  撤回により削除したあなたの情報は、これをシステムで復元することは不可能となりま
す。そのため、再度あなたの情報を登録するためには、改めて同意をしていただく必要が
ありますので、ご留意ください。なお、再度の同意があった場合も、過去の登録情報を遡
って登録することはできません。（再度の同意があった時点の情報を新たに登録します。） 

 
８．登録情報の開示の請求について 
  システムに登録されている自分の情報について、あなたは厚生労働省に対し、行政機関

の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 58 号）第 12 条に基づき、開
示の請求をすることができます。 

  ただし、請求の内容によって、システム内の情報があなたの情報であると特定できない
場合及び同法に規定する不開示事由に該当する場合は開示することができませんので、予
めご承知おきください。 
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食安企発１２１２第１号 

平成２４年１２月１２日 

 

（社）日本医師会 

      常任理事 石川広己 殿 

  

                   

                    厚生労働省医薬食品局 

食品安全部企画情報課長 

 

 

診断基準の拡大による新たな患者認定の際の意見書作成及び 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

 

 食品安全行政の推進につきましては、平素より多大なご支援ご協力を賜り厚

く御礼申し上げます。 

 カネミ油症事件は、昭和４３年１０月に西日本を中心に発生した米ぬか油に

よる食中毒事件です。 

カネミ油症患者に対する支援については、先の通常国会で成立した「カネミ

油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」や同法に基づき策定され

た「カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針」（以下「基本

指針」という。）に基づき、原因事業者であるカネミ倉庫（株）による医療費

の支払い等の支援、カネミ油症患者の健康状態の把握、油症診断基準の見直し

や医療提供体制の確保を図ることとなっております。 

つきましては、貴職におかれましても、こうした対策の実施についてご理解

いただくとともに、下記について、地域医師会及び貴会会員のご協力を賜りま

すよう、特段のご配慮をお願いいたします。 

また、カネミ油症に関する正しい知識についての普及啓発等を行うため、厚

生労働省ホームページ内にカネミ油症に関するサイト（※）を設置しております

ので、あわせて、地域医師会及び貴会会員へ情報提供をお願いいたします。 

今後とも、カネミ油症患者の支援について、御協力をお願い申し上げます。 

 

※http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kenkoukiki/kanemi/ 
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記 

 

１．  カネミ油症患者の認定は、油症治療研究班（研究代表者：古江増隆九

州大学教授）が策定した油症診断基準に基づいて行われてきましたが、

今般の法律制定時に、立法府より、診断基準について、事件当時の同居

家族で健康被害を受けた者が、家族内で認定結果が分かれることのない

よう見直すよう求められたところです。これを受け、油症治療研究班に

おいて、本年１２月３日付で、事件当時の同居家族であり、現在も症状

を有し、継続的な治療その他健康管理を要する場合は、油症患者とみな

すとの改定（参考１）が行われ、認定する際には、医師の意見書を要す

ることとなりました。今後は、同居家族としての認定を求める者（以下

「申請者」という。）は、主治医等に意見書（参考２）の記載を依頼し、

これを都道府県知事等に提出することとなります。 

つきましては、申請者より、意見書への記載について、貴会会員医療

機関に対し、依頼があった場合には、ご協力いただくようお願いいたし

ます。 

なお、当該意見書は、主治医等にカネミ油症であるか否かのご判断を

お願いするものではなく、申請者の現在の症状や疾患について、継続的

な治療やその他の健康管理を要するかどうかを記載していただくもので

す。 

 

２．  基本指針において、カネミ倉庫（株）が発行している油症患者受療券

が利用できる医療機関数の拡大を図ることとされています。厚生労働省

では、平成２５年度に実施予定のカネミ油症患者の健康実態調査におい

て、カネミ油症患者の方々に油症患者受療券の取扱を希望する医療機関

について、要望をお伺いする予定です。その結果を受けて、今後、都道

府県等から、地域医師会又は医療機関に、油症患者受療券の取扱につい

て依頼がなされることがあり得ます。そうした際には、できる限りご協

力いただくよう、お願い申し上げます。 

 

  ※ 油症患者受療券とは、カネミ油症患者が医療機関に提示することによ

り、窓口での利用者負担の支払を要することなく医療を受けることを可

能とするものです。油症患者受療券の取扱について同意いただける医療

機関については、医療費の利用者負担分を直接カネミ倉庫（株）に請求

いただくこととなります。 

以上 
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